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公益財団法人藤沢市みらい創造財団 
基本理念・経営方針 

Ⅰ   基本理念 

 公益財団法人藤沢市みらい創造財団は、未来を担う青少年の健全育成の推進、市民のスポーツ・レ

クリエーション活動及び芸術文化活動の普及振興を通じ、全ての市民の心豊かで活き活きとした健康

な生活を形成するため、「夢、希望、感動に溢れる明るいみらいをみんなで創る」を経営の基本理念と

します。 

Ⅱ   経営方針 

 新型コロナウイルスの感染が徐々に落ち着きを見せる中、市民の生活はウィズコロナとしての環境

に順応した新たな生活様式へ変化しつつあります。このような環境において、本財団の事業活動も、

新たな生活様式に対応した活動へと変革を進めつつ、「経営計画２０２４」に基づき、「人材育成」、「財

務運営」、「事業運営」、「組織運営」の４つの視点に立った課題に対する取組を進めてまいります。 

 はじめに人材育成については、財団職員としての基礎的能力を養うための基本研修や階層別研修に

加え、本財団の強みとなる専門性について、令和４年度中に整備を進めた「専任職制度」や「資格取

得支援制度」の運用を開始し、更なる専門性の向上を推進するとともに、安定した児童クラブ運営の

ため、将来の児童クラブ長としての配置を目的に採用した職員に対し、一定期間をかけて育成を行う

など、職員のキャリア形成やモチベーションの向上を図りながら、本財団らしい職員の育成を進めて

まいります。 

 次に財務運営においては、令和５年度も社会情勢の影響による原材料や光熱費の高騰が見込まれる

中、引き続き厳しい財務運営が求められます。事業部門においては、収益性を高めるため、定期的な

広報活動などによる施設利用や事業参加者の拡大を図るとともに、既に運用を行っている事業運営シ

ステム、児童クラブ入所システムなどの各種ＩＴシステムの有効活用や、事業実施体制全般にわたる

見直しを行い、一層の経費の節減に努め、収支均衡に向けた取組を進めてまいります。また、法令等

の改正に伴う電子帳簿保存法やインボイス制度への対応につきましても、適正に処理するための準備

を整え、公益財団法人としての信頼の維持に努めてまいります。 

 そして事業運営では、本財団各部門において事業を継続して展開する一方で、藤沢市においては、

現藤沢市民会館の建替えと周辺エリア一帯を含めた「生活・文化拠点再整備事業」が本格的に開始さ

れます。新たな施設における芸術文化事業や青少年利用のイメージやコンテンツは示されるものの、

整備後の施設における事業の担い手は今後において選定することとされる中、本財団は、再整備後に

おいても維持すべき機能や、新たに必要とされる機能、本財団ならではの事業展開など、これまでの

経験や実績を踏まえつつ、この再整備事業に積極的なかかわりを持ち、本財団の根幹となる芸術文化

事業や青少年健全育成事業の継続に向けて財団全体として取り組んでまいります。また、財団全体の

取組として、令和５年度以降は、未来プログラム実行委員会の企画による、本財団のスケールメリッ

トを生かした「(仮称)みらいサマースクール」を立ち上げ、藤沢市のサマースクール共同事業に応募

するなど、新たな事業に積極的にチャレンジしてまいります。 

 最後に組織運営では、本財団は令和４年度に、藤沢市と共にＳＤＧｓの取組を推進する「ふじさわ

ＳＤＧｓ共創パートナー」として登録されました。登録を受けた法人として、事業運営における取組

はもとより、組織運営においても、その方針に則り、「ハラスメントの根絶」などのコンプライアンス

活動や「健康経営」を目指した安全衛生の取組など、職員一人ひとりの心身の安全性が保たれた組織

づくりに努めてまいります。 

 令和５年度においても、私たちは経営の基本理念の実現を目指し、藤沢市民の「笑顔あふれるみら

いを応援する」ため、様々な変化に対して前向きに取組を進めてまいります。 

 



  

Ⅲ   法人組織運営 

【組織運営】 

1 各種会議等の開催 

 （1）理事会、評議員会の開催 

会議等の名称 内    容 

理事会 

 法人の業務執行における重要事項の決定及び報告等を行うため、監事出席

のもと理事会を開催する。 

開催時期 内 容 

2023年 6月 
令和 4年度決算、事業報告、定時評議員

会の召集決議 等 

2023年 10月 
業務執行理事の業務執行状況報告、令和

5年度上半期の事業についての報告 等 

2024年 1月 

令和 5 年度専門委員会の開催状況及び

主な意見･提案等の報告、重要事業の結

果報告及び準備状況報告 等 

2024年 3月 
令和 6年度予算及び事業計画の決議、業

務執行理事の業務執行状況報告 等 

 上記の他、必要に応じて、理事、監事、評議員の招集請求により、臨時に

開催する。 

評議員会 

 法人の重要な業務執行体制や法人運営の基本ルールの決定、計算書類の承

認等、法人運営上における最高議決機関として評議員会を開催する。 

開催時期 内 容 

2023年 6月 
令和 4年度決算の承認、事業報告、役員･

評議員の選任 等 

2023年 10月 
令和 5 年度上半期事業についての報告 

等 

2024年 3月 
令和 6 年度予算及び事業計画について

の報告 等 

 上記の他、必要に応じて、理事、監事、評議員の招集請求により、臨時に

開催する。 

 
 （2）専門委員会の開催 

会議等の名称 内    容 

青少年育成委員会 
(青少年事業部門専門委員会) 

 本財団各部門において、藤沢市の施策や市民ニーズを反映し、藤沢市を取

り巻く環境の変化に対応した事業運営を推進するため、藤沢市の担当職員、

学識経験者、関係団体代表者及び市民･利用者の代表等で構成する第三者委員

会として、本財団各部門が実施する事業等について、財団運営や今後の事業

実施における課題や方向性を踏まえた中で検討を行う機関として専門委員会

を開催する。検討結果については理事会へ報告する。 

 年間 3回～4回開催 

 (芸術文化専門委員会は、翌年度助成事業の審議･決定を含む。) 

生涯スポーツ推進委員会 
(スポーツ事業部門専門委員会) 

芸術文化専門委員会 
(芸術文化部門専門委員会) 

 



  

 （3）その他会議の開催 

会議等の名称 内    容 

管理運営会議 

 常勤役員及び事務局･事業部全管理職の出席により、事務執行上の課題や重

要事項について検討し方針を決定する。 

 

 原則 毎月 1回 第 4木曜日開催 

課題調整会議 

 課長職以上職員及び常勤役員等により、管理運営会議に図るべき重要事項

の審議や、時間的暇が無い課題に対する対応方針等について検討し決定する。 

 

 原則 毎週 1回 水曜日開催 

全体調整会議 

 事務局総務課管理職、部長級職員、専務理事と、藤沢市所管課管理職等に

よる定例会議を開催し、法人運営上の課題等について情報共有を図る。 

 

 原則 毎月 1回 第 3水曜日開催 

部門別会議 

 各事業部門職員と藤沢市当該事業所管課の職員による会議。部門特有課題

の情報共有を図り対応等を検討する。 

 

 原則 毎月 1回 開催 

課内会議 

(所内会議) 

 職員全員が必要な情報を共有できるよう、財団内での諸会議における重要

事項の報告を行うとともに、所管業務に関する課題解決へ向けた協議を行う。 

 

 原則 毎月 1回 開催 

コンプライアンス委員会 

 理事長を委員長として、コンプライアンスに関する取組方針や職員等のコ

ンプライアンス意識の高揚を図るための研修内容等、コンプライアンス推進

に必要な事項に関する検討を行う。 

 

 定例会 年 2回(5月、10月)、臨時会 必要に応じ随時  

総括管理委員会 
(法人全体衛生委員会) 

及び 
衛生委員会 

(法定施設衛生委員会) 

 財団全体及び常時50人以上の職員を雇用する施設(鵠沼運動施設･秋葉台運

動施設)において、産業医、衛生管理者、管理職、職員代表等により構成する

衛生委員会を組織し、職員の安全衛生に関する事項を調査･審議する。 

 

 原則 毎月1回 開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

会議等の名称 内    容 

広報･CI活動推進委員会 

 広報･CI活動推進委員会を中心に、季刊誌「FUJISAWA MIRAI. net」の編集、

発行や SNSの運用に関することの他、効果的な PR手法や価値を高めるための

活動について検討し、管理運営会議へ提案する。また、委員会の下に季刊誌

編集部会、CI活動 PR企画実践チーム(活動部会)を設置する。 

 

 令和 5年度は、概ね年 6回程度委員会を開催する。 

 各部会は、随時開催する。 

 

・財団マスコットキャラクター「みらぞう」着ぐるみの作成 

CI推進活動の取り組みとして、みらぞう着ぐるみのリニューアルを行う。 

 

・利便性の高いホームページ 

未来プログラム実行委員会とも連携し、利用者に必要とされるページの作成

について検討･作成し、必要に応じホームページのマイナーチェンジを行い効

果的な広報活動に努める。 

また、効果的な広報活動として、各部門の主要事業等を重点周知するクロー 

ズアップコーナーの半月毎の更新しを継続する。 

 

・SNS等のフォロワー拡大に向けた取組を実施 

即効性の高い SNS でニーズに応じタイムリーな情報発信を行う。また、フォ

ロワーを拡大するための方法を検討し、実行する。 

 

・季刊誌「FUJISAWA MIRAI. net」の編集、発行 

季刊情報誌として「FUJISAWA MIRAI. net」を年 4回発行し、本財団が開催す 

る各種事業や管理施設の紹介等の情報を広く市民へ周知し、青少年健全育 

成･スポーツ･芸術文化活動の普及振興を図る。 

年 4回発行(4月、7月、10月、1月)各号 5,000部予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

【人材育成】 

1 各種研修等の実施 

 （1）基本研修 

研修区分 内    容 

階層別研修 

 職員の在職年数や年齢、職に応じて求められる知識や技能等を修得するた

めの研修を実施する。 

種 別 内 容 

自主開催 

*新規採用職員研修 

*事業課間体験研修 

  (新規採用者･採用 8年目等） 

*集合研修(部門間を越えた合同研修) など 

外部主催 

*藤沢市主催 

 新採用研修 前期･後期研修(新規採用者) 

 一般職員一部研修(採用 3年目) 

 一般職員二部研修(採用 6年目) 

 監督者一部研修(主査昇任者) 

 監督者二部研修(上級主査昇任者) 

*民間主催管理監督者向け研修(管理監督者) 

など 

 

合同研修 

 職階層区分にかかわらず、財団職員として職務を遂行する上で必要とする

知識を習得するための研修を実施する。 

種 別 内 容 

自主開催 

*安全衛生全体研修 

*接遇研修 

*情報セキュリティ研修 

*ハラスメント研修 

*コンプライアンス研修    など 

外部主催 
*神奈川労働局主催 労働大学講座 

*藤沢商工会議所主催 各種講座  など 

 

職場研修 
 職場における執務事務や接遇等に関する知識･技能を高めるため、職場上司

による日常業務を通じた研修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 （2）専門研修 

部門区分 内    容 

青少年 

 青少年施設や児童クラブの職員、指導員として必要とされる専門的知識、

技能等を修得し、安全な施設運営と専門性向上への基礎となる職員の資質向

上を図る。 

 *普通救命講習(心肺蘇生法、AEDの取扱い など) 

 *子どもや保護者への支援に関する研修、自身の指導の振り返り、他 経験 

  年数に応じたグループ研修  など 

スポーツ 

 体育館やプールといった公共運動施設の職員として必要な専門的知識、技

能等について、特に安全管理の維持･向上と運動指導に関わる基礎的な研修を

中心に実施し、職員の資質向上を図る。 

 *作業時の怪我等の防止に関する安全衛生研修、熱中症予防研修、水上安全 

 法救助員養成講習、救急法救急員養成講習、プール監視全体合同研修、藤 

 沢市消防局普通救命講習など 

*事業担当者全体研修（指導スキルの向上･体系化や、参加者の声を共有し、

達成感を感じリピート参加に繋がる事業展開を図る） 

 *運動前の健康チェックに関する研修「健康スポーツミーティング」、藤沢 

 市保健医療財団交流研修 など 

芸術文化 

 市民が多様な芸術文化事業に触れる機会を提供するため、その魅力ある事

業の企画･運営力の養成に加え、将来の芸術文化事業に向けた新たな事業展

開･取組を図るため、外部で主催する研修を受講し、その必要な専門的知識の

修得、情報収集に努める。 

 *全国劇場･音楽堂等職員アートマネジメント研修会、芸術文化に係る 

 研修 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 （3）派遣研修・資格取得等 

区 分 内    容 

派遣研修 

 専門機関が開催する研修等を受講し、職務の遂行に必要な、より高度な専
門的知識･技能等を修得するとともに、見聞や見識の向上を図る。 

部 門 内 容 

総務 

 会計、労務等に関する各種講習、講座 
*全国公益法人協会主催講座 
*神奈川労働局主催講座 
*会計システム事業者主催講座  など 

青少年 

 青少年施設や児童クラブ運営における事業
企画、指導技術向上に関する講座等 
*神奈川県立青少年センター主催 
 リードアップセミナー、子ども施設指導員 
 セミナー、フォローアップセミナー 
*独立行政法人国立青少年教育振興機構 
 全国青少年教育施設長会議･施設研究集会 
*神奈川県県民局次世代育成部次世代育成課 
 主催 放課後児童健全育成事業支援員等資 
 質向上研修 
*神奈川県保健福祉局健康増進課主催 
 食物アレルギー･緊急時対応研修  など 

スポーツ 

 各種運動指導や施設の管理運営に必要な知
識、技術習得のための講座等 
*(公財)日本スポーツ施設協会主催 
 公認トレーニング指導士養成講習、公認水 
 泳指導管理士養成講習、公認スポーツ施設 
 管理士養成講習、公認スポーツ施設運営士 
 養成講習 
*(公財)健康･体力づくり事業財団 
 健康運動指導士養成講習会 
*(公社)日本プールアメニティ協会主催 
 プール衛生管理者講習 
*(一社)日本スイミングクラブ協会主催 
 泳力認定員資格取得講習 
*藤沢市健康づくり課･(公財)藤沢市保健医療 
財団主催 藤沢市ラジオ体操指導者講習会 
 など 

芸術文化 

 芸術文化事業の知識や企画･運営力の養成、
芸術文化事業･文化施設等の情報収集のため
の研修受講、施設･公演視察等 
*全国劇場･音楽堂職員アートマネジメント研 
 修会、昭和音楽大学アートマネジメント人 
 材育成研修 
*文化施設･ホール等の視察 
*音楽･演劇公演団体主催の公演視察 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

区 分 内    容 

資格取得等 

 法令等により必要とされるものや、施設管理の安全性や各種指導における

知識･技術の信頼性を高めるため、専門資格の取得を推進する。 

資格名称等 認定機関等 

第二種衛生管理者 厚生労働省所管国家資格 

甲種防火管理者 (一財)神奈川県消防設備安全協会 

食品衛生責任者 (公財)神奈川県食品衛生協会 

放課後児童支援員 神奈川県知事 

自然体験活動指導者 全国体験活動指導者認定委員会 

救急法救急員 日本赤十字社神奈川県支部 

水上安全法救助員 日本赤十字社神奈川県支部 

健康運動指導士 (公財)健康･体力づくり事業財団 

公認スポーツ施設管理士 (公財)日本スポーツ施設協会 

公認スポーツ施設運営士 (公財)日本スポーツ施設協会 

公認上級スポーツ施設管理士 (公財)日本スポーツ施設協会 

公認トレーニング指導士 (公財)日本スポーツ施設協会 

幼児体育指導者 (公財)日本幼少年体育協会 

公認水泳指導管理士 (公財)日本スポーツ施設協会 

プール衛生管理者 (公社)日本プールアメニティ協会 

泳力認定員 (一社)日本スイミングクラブ協会 

              など 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

【財務運営】 

1 業務の効率化による財務基盤の確立 

区 分 内    容 

事業の再評価と見直し 

 継続的な健全経営を維持するため、本財団独自の事業評価票を用いて、費用

対効果の視点に立った実施事業の再評価と見直しを行う。 

 これまで使用していた事業評価票の評価内容等の見直しを行う。 

デジタル技術の導入･積極的活

用による事務の効率化 

【給与システム】 

 給与システムは職員情報や勤怠情報などを一元管理するシステムとの連携

が必要不可欠であり、汎用性も重要な指標となるため、導入を検討している労

務管理システムとスムーズな連携が出来るよう次期給与システムについて選

定を進める。 

 

【労務管理システム】 

 労務情報を一元管理するコンピュータシステムの検討や管理部門の業務全

般的な効率化を図ることを目的とし、労務管理システム導入に向け、継続的に

検証を行う。 

 

【Web会議の継続】 

 Web 会議については移動に係るコスト削減や紙媒体を電子化してデータと

して活用･保存することでペーパーレス化にも繋がっており、次年度以降も継

続的に Web会議を活用し、さらなる業務の効率化を図る。 

 

【全職員共通のファイルサーバ】 

 事務職、指導員職共通のファイルサーバを導入することで、必要な情報を素

早く効率的に共有し業務の効率化を図る。ファイルサーバについてはデータセ

ンターに設置することで、セキュリティや災害等のリスクを回避する事ができ

る。 

 

 

 

【その他目的を達成するために必要な事業】 

1 関係団体等交流事業 

 （1）財団関係団体等の交流事業 

事  業  名 内    容 

新春のつどい 

 本財団事業に係わる関係者や関係団体等が一堂に会し、新年を祝うととも

に、本財団の活動報告や各団体の指導者間の情報交換、親睦を図る。 

 *対象  青少年･スポーツ･芸術文化の関係者や関係団体 

 *期日  2024年 1月 16日(火) 【予定】 

 *場所  藤沢市民会館第 1展示集会ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 みらい応援プロジェクト 

事  業  名 内    容 

みらい応援プログラム 

 みらい応援プロジェクトは、財団設立 10 周年を迎える 2020 年に、本財団

がこれまで築き上げてきた成果を生かし、これからの 10年その先の未来に向

けた持続可能な組織の運営と事業の展開を図るために取り組む“みらい応援

プログラム”を検討･実施することを目的とする。 

 本プログラムの事業実施に向け、柔軟かつ新たな発想での事業企画及び、

財団のスケールメリットを生かした横断的な事業展開を行うとともに、職員

相互の交流、多角的な視野を持つ職員の育成を目的に、令和 4 年度から新た

に「未来プログラム実行委員会」を発足し、各職場から選任された若手職員

を委員として、藤沢の未来を担う若者や子どもたちのスポーツ活動、芸術文

化活動、その他の活動を応援･支援する様々な取り組みや仕掛けを展開する。 

 

 未来プログラム実行委員会の取組について 

 

事 業 名 内 容 

新規ホームページ 

「みらいキッズイベント＆

スクール」の運用と PR 

 ホームページにおける各種事業案内

について、これまで事業部門毎での周知

から、見やすさ、親しみやすさを提供す

ることを目的として、「年齢別」に各種

事業を横断的に検索できるよう、リニュ

ーアルする。 

 令和 4年度に作成した「みらいキッズ

イベント＆スクール」を積極的に活用し

て、青少年を対象とした実施事業等の

PRに努める。 

*作成ページの PRのため、市内小学校等

へチラシを配布 

(仮称)みらいサマースクー

ルの実施 

 藤沢市が実施するサマースクールに

運営事業者として応募する。 

 本事業は、財団の特色である青少年、

放課後、スポーツ、芸術の専門性を生か

し、財団全体で取り組む事業として、開

設している児童クラブ運営のノウハウ

を最大限に発揮し、子どもたちに安全・

安心な居場所を提供するとともに、スポ

ーツ、青少年、芸術文化、放課後の専門

性の高い４課がそれぞれ培ってきたス

ポーツ指導、自然体験活動、児童保育等

様々な分野において知識と経験を生か

した特色のあるイベントやプログラム

を提供する。 

 

*サマースクールとは、藤沢市が実施す

る、子どもの居場所づくりの一環で、夏

期休業期間に、保護者が就労等により、

昼間家庭にいない小学生に対して、居場

所として適切な遊びや生活の場を提供

するため、運営事業者を公募するもの。 

 

 



  

 

 

 

 

 

青 少 年 事 業 計 画 



  

Ⅰ   運営方針 

 長引くコロナ禍の影響により、子どもたちの基本的な生活習慣の乱れや発達段階に即した様々な体

験の不足、また直接的なコミュニケーションの機会の不足による人間関係の希薄化等により、青少年

をめぐる環境も大きく変化してきました。加えて、以前より課題であったインターネットやゲームへ

の依存の増加、ＳＮＳ問題、子どもの貧困、児童虐待の問題も相まって、青少年を取り巻く課題は複

雑化しより深刻化しています。 

 青少年事業では、社会環境の変化に対応した事業・サービスの展開として、本財団が策定した「経

営計画２０２４」において、青少年への学習支援として、自習室の提供と安定かつ充実した学習サポ

ートの実現に向けボランティア講師のネットワークの構築を図ってまいります。また、若者を応援す

る「みらいプログラム」として、引き続き事業における就学援助対象者への参加負担金の減額援助と、

財団が持つスケールメリットを生かした芸術文化事業との連携による青少年施設での文化芸術体験を

実施してまいります。さらに、コロナ感染対策の緩和により地域活動が再開されつつある中で、他団

体の活動やイベントへ参加し、地域との信頼関係を築き協働・連携体制の強化・拡大を図ってまいり

ます。 

 青少年における健全育成事業及び青少年施設の管理運営については、藤沢市の「第二期藤沢市子ど

も・子育て支援事業計画」、「子ども共育計画」及び「子どもの居場所づくり推進計画」に基づき市と

連携を図り、青少年に多様な体験活動と安全・安心な「居場所」を提供するため、地域の方々や青少

年団体、ＮＰО法人、ボランティア等との連携・協力を得ながら実施してまいります。また、子育て

中の親子の交流事業や、子育て関連の情報提供を行い、子育てへの不安を解消することができる場と

しての役割も果たしてまいります。 

 そして、令和５年度は３年間の指定管理期間の初年度となります。提案した事業計画の実現に向け、

コロナや社会情勢を把握し、藤沢市と情報の共有を図り、事業を展開してまいります。藤沢青少年会

館においては、学習支援団体による学習サポート事業に加えて、地域で子ども食堂を運営する団体と

連携することで、長期休暇における生活習慣の習得と学習習慣の定着に取り組みます。少年の森では、

令和４年度開園した遠藤笹窪谷公園と連携し北部の豊かな自然環境に寄与するとともに、双方の利用

促進を図ってまいります。地域子どもの家、児童館においては、親子での利用の際の乳児の離乳食や

幼児の昼食、子どもの孤食など利用者のニーズと社会の課題に応えられるよう、施設内での飲食を実

施してまいります。そして、全ての施設において子どもたちの「社会性」「協調性」、自己肯定感を持

った活力ある「生きる力」を育む施設としての役割を最大限に果たしてまいります。 

 コロナ禍による様々な制約の緩和の兆しが見え始めてきた中、令和５年度は各青少年施設の開館時

間や定員等コロナ以前の通常な状態に戻していき、子どもたちにのびのび遊べる楽しい場所を提供し

てまいります。 



  

Ⅱ   実施事業等 

【青少年の健全な育成を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 1号）】 

1 青少年健全育成活動の展開と基盤・環境づくりの推進 

 （1）青少年の多文化理解・共生への支援 

事  業  名 内    容 

青少年国際化推進事業 

 青少年が地域で様々な外国の方と交流し、相互に理解を深める体験を通し

て、互いの人権を尊重して共に生きるという心を養うとともに、地域から世

界に目を向け、国際的視野を持つことができる青少年の育成を行う。 

・対象 市内在住、在勤、在学の 30歳位までの青少年及び同年代を中心とし 

    た市内の外国籍市民 

・時期 未定(青少年国際化推進事業実行委員会で協議) 

・場所 未定(青少年国際化推進事業実行委員会で協議) 

・内容 青少年で構成された青少年国際化推進事業実行委員会を組織し、本 

    事業の対象者が集まるような事業の企画運営を行う。事業について 

    は、年 3回程度を予定。 

・主管 青少年国際化推進事業実行委員会 

 

 （2）青少年の自立と社会参加を支援する体験活動の推進 

事  業  名 内    容 

小学生リーダースクール 

 子どもたちが集団活動･体験活動に主体的に関わり、活動内容を自分たちで

作り上げ、達成感や仲間との共感を得られるような体験の場を提供し、活動

を通じてリーダー的な素養や豊かな人間性の成長を促す。 

・対象 市内在住、在学の小学校 5･6年生 30人 

・時期 通年 

・場所 藤沢青少年会館 他 

・内容 仲間づくり、野外活動、宿泊研修、青少年会館まつり参加 等 

・参加費 1人 3,000円 

育成指導者研修 

 地域における青少年の育成活動を推進するために、青少年団体の育成者･指

導者を対象とした研修会を実施し、各地域で中心的に活動できる人材育成を

行う。 

・対象  青少年育成者･指導者 

・時期  通年(年 2回) 

・場所  藤沢商工会館ミナパーク 他 

・内容  安全研修、工作研修 等 

・委託先 藤沢市子ども会連絡協議会 

中学生リーダースクール 
高校生リーダースクール 

 参加者が興味や関心のある活動に主体的に関わり、プログラムの企画から

運営まで責任を持って自主的に行うことにより、一人ひとりが達成感を得ら

れるようにするとともに、同年代の相互交流を深める。また、高校生リーダ

ースクールでは、社会の一員としての自覚と責任感を芽生えさせることを目

的に、ボランティア活動を体験する。 

・対象  市内在住、在学の中学生 25人･高校生 25人 

・時期  通年 

・場所  藤沢青少年会館 他 

・内容  参加者主体の企画会議を行い、興味や関心、季節にあった活動を 

     年数回開催  (例)宿泊研修、青少年会館まつり参加、事業運営等 

・参加費 中学生 1人 2,500円  高校生 1人 3,000円 

 

 



  

事  業  名 内    容 

海とあそぼう 

 藤沢市の地理的特性である海を舞台とし、カッターボート･シーカヤック漕

艇体験や磯の生物観察を通じて、海という自然を理解するとともに、活動を通

じて社会性や協調性を育む。 

・対象  市内在住、在学の小学校 5･6年生 40人 

・時期  2023年 7月 1日(土) [予備日 7月 15日(土)] 

・場所  江の島(湘南港、江の島ヨットハウス) 

・内容  シーカヤック漕艇体験、海辺の生物観察 

・参加費 1人 1,500円(就学援助受給世帯については、500円) 

・協力  藤沢海洋少年団、藤沢市科学少年団 

ヨットスクール 

 藤沢市の地理的特性である海をフィールドとして、青少年がヨットの体験 

を通して海に親しむ心を育む。 

・対象  市内在住、在学の中学生･高校生 20 人  

・時期  2023年 7月 22日(土)  [予備日 8月 5日(土)] 

・場所  湘南港周辺、江の島ヨットハウス  

・内容  海の安全講習、ディンギー(小型ヨット)の操船体験 

・参加費 1人 3,000 円(生活困窮世帯については、1,000 円) 

・協力  藤沢市ヨット協会 

ふじさわ文化体験事業 
 

 東海道五十三次の宿場ふじさわ周辺を舞台に、体験をしながら歴史を学ぶこ

とにより、自分が住んでいる町への愛着心を育む。また、お寺での活動を通し

て価値観、精神を育むとともに、仲間との協調性や規律を学ぶことによって、

次代を担う青少年の健全育成に資する体験学習を目的とする。 

・対象  市内在住･在学の小学 4～6年生 36人 

・時期  2023年 8月 18日(金)～19日(土)  1泊 2日 

・場所  清浄光寺(遊行寺)及び遊行寺周辺 

・内容  ふじさわ宿交流館で宿場町藤沢の歴史を学ぶ。遊行寺では歴史を 

     学び、お寺の作務や朝勤行など生活を体験する。 

・参加費 1人 4,000円(就学援助受給世帯については、1,000円) 

・協力  時宗総本山清浄光寺(遊行寺)、藤嶺学園藤沢中学校、 

     ふじさわ宿交流館 

・主管  ふじさわ文化体験事業実行委員会 

自然体験活動事業 
 

 藤沢では体験できない豊かな自然を体験するとともに、地域の歴史や文化に

触れることで藤沢から離れた町と藤沢の違いを学ぶ。また、仲間とともに未体

験のことに挑戦することで、積極性や協調性を育む。 

・対象  市内在住･在学の小学 3･4年生 40人 

・時期  本番：2023年 9月 16日(土)～17日(日)  1泊 2日  

      事前研修：2023年 9月 10日(日) 事後研修：2023年 10月 1日(日) 

・場所  星ふる学校｢くまの木｣(栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 802) 

     事前･事後研修については、藤沢青少年会館 

・内容  自然の中で集団生活を行うとともに、ハイキングや星空観測、 

     キャンプファイヤーなど様々な自然体験活動を行う。 

・参加費 1人 8,500円(就学援助受給世帯については、3,000円) 
・主管  自然体験活動わくわく大自然実行委員会 

子ども･若者自立支援事業 

 社会的自立を目指す若者に子どもたちとの交流やふれあいを通した社会体

験の場を提供する。また、子どもたちが将来的に困難な状況にならないように

多様な人との交流によって、地域との繋がりや社会性を育むことができる居場

所の提供を行う。 

・対象 社会的自立を目指す若者及び青少年 

・時期 通年 

・場所 藤沢･辻堂青少年会館、少年の森、児童館 

・内容 「社会的自立を目指す若者の受け入れ」 

    自立支援機関等と連携し、社会的自立を目指す若者に子どもたちや 

    施設利用者等との交流やふれあいを通した社会体験の場を藤沢･辻 

    堂青少年会館及び少年の森、児童館で提供する。 



  

 （3）青少年の健やかな成長を支えるための環境整備 

事  業  名 内    容 

リーダースクール 

 青少年に関わる指導者(リーダー)を養成するため、自然体験活動の専門的

な知識と技術を習得するとともに自然体験活動の必要性を学ぶことで、青少

年の自然体験事業が増え、安全かつ効果的な活動となることを目的とする。

なお、自然体験活動指導者(NEAL)リーダー講習を修了し、認定試験に合格す

ることで、全国体験活動指導者認定委員会が行っている自然体験活動指導者

(NEAL)の資格を取得できる。 

・対象  市内在住、在学、在勤の 18歳以上 20人 

・時期  2023年 9月から 2024年 3月まで 

・場所  藤沢青少年会館 他 

・内容  青少年活動に関する基礎的知識、専門的知識、技術について、 

     机上講義や体験活動を織り交ぜながら習得する。 

・参加費 1人 6,000円 

みらい子どもフェスタ 
in 

少年の森 
 

 青少年健全育成の場、青少年団体及び青少年育成団体の活動の場とすると

ともに、参加者に各団体への関心を持ってもらう機会とし、自主的な青少年

活動の広がりを促進する。実行委員会や事業当日の活動を通して、団体相互

のコミュニケーションや交流を図る。 

・対象 市内青少年団体･青少年育成団体及び一般の青少年とその家族 

・時期 2023年 5月 5日(金･祝) 

・場所 少年の森 

・内容 青少年団体、青少年育成団体企画の事業、参加団体共同による事業、 

    協力団体による模擬店 

・主管 みらい子どもフェスタ in少年の森実行委員会 

※みらい子どもフェスタとしてゴールデンウィークに財団全体で各種事業を 

 開催し、広報等は協力して行う。 

青少年団体･青少年育成団体 
交流事業 

 青少年団体、青少年育成団体が交流事業を通して、お互いの活動目的や内

容の理解を深め、各々の持ち味や得意分野を活用し、連携した事業の展開を

図る。 

・対象 青少年団体、青少年育成団体 

・時期 未定(団体交流事業実行委員会で協議) 

・場所 未定(団体交流事業実行委員会で協議) 

・内容 実行委員会が中心となり、青少年団体、青少年育成団体が交流でき、 

    連携した事業展開に繋がるような事業内容を企画し、運営する。 

・主管 団体交流事業実行委員会 

青少年ボランティア 
ステーション 

 青少年ボランティアの登録制度として、ボランティアの募集･登録を行い、

青少年に活動の場を提供するとともに、青少年ボランティアの育成･交流を図

る事業を実施する。 

 また、藤沢市が運用するボランティア情報掲載サイト「チーム

FUJISAWA2020」と連携することで、より効果的な周知を行う。 

・対象 15歳～概ね 30歳の青少年 

・時期 通年で募集･登録 

・内容 

 ①活動の場の提供 

  登録したボランティアへの連絡ツール(LINE等)でボランティアを必要 

  とする青少年事業の紹介を行う。 

 ②青少年ボランティアの育成 

  ボランティア活動に必要な最低限の技術取得を目的に研修を行う。 

 ③青少年ボランティアの交流会 

  青少年ボランティア同士の情報交換及び交流を目的に交流会を行う。 

 



  

 （4）青少年施設の活用 

事  業  名 内    容 

青少年施設における体験事業 

 本財団が管理する青少年施設において、青少年に活動の場を提供し、健全

な育成を図るため、社会参加活動をはじめとした多種多様な事業を実施し、

野外教育施設である少年の森では、自然体験活動等を行う。また、地域にお

ける子育ての拠点として、子育て支援事業や地域コミュニティーの場の提供

を行う。 

 ①藤沢青少年会館 

  青少年会館まつり「秋の祭典」、サークル事業(空手･スポーツチャン  

  バラ等)、あそびスタジオ(レクリエーション活動、工作等)、伝承文化事 

  業、子育て支援事業、ボランティア支援事業、学習支援事業、青年対象 

  事業、地域交流事業 等 

  

 ②辻堂青少年会館  

  クラブ事業(卓球･手芸･けん玉･パソコン等)、子育て支援事業(乳幼児 

  救命講習会･リトミック･紙芝居･手遊び等)、子どもの貧困事業(つじ 

  せいキッチン･もったいないネット等）、社会的要請に応える事業(SDGs 

  プロジェクト等）、学習支援事業、会館フェスティバル、映画会 等 

 

 ③少年の森 

  みらい子どもフェスタ、野草をたべよう、親子キャンプ塾、稲作体験学 

  習、森のようちえん、キャンプファイヤー、夏の夜の自然観察、子ども 

  キャンプ、家族キャンプ、森のお仕事 with、輪飾り作りとたき火のおに 

  ぎり、季節の森さんぽ、プレーパーク、木のおもちゃ作り、森の音楽会(仮 

  称)、遠藤笹窪谷連携事業 等 

 

 ④児童館 

  子育て支援事業(育児情報交換･保育士相談･ベビーマッサージ等)、  

  地域交流事業(地域ボランティアの協力事業：絵本の読み聞かせ･工作  

  等)、クラブ活動、児童館まつり 等 

 

 ⑤地域子どもの家 

  伝承文化事業、レクリエーション活動、地域子どもの家まつり、ゲーム 

  大会、子育て支援事業、季節事業(七夕まつり･お月見･節分) 等 

 



2 青少年施設の管理運営 

 （1）指定管理者施設（青少年施設）の管理運営 

事  業  名 内    容 

藤沢市青少年会館管理運営 

 令和 5年度から令和 7年度までの 3年間の指定管理者として、藤沢市青少

年会館(藤沢･辻堂)の管理運営を行う。 

 青少年に活動の場を提供し、健全な育成を図るという設立目的から、居場

所事業の推進や学習支援事業など、より多くの青少年が利用しやすい環境を

整備する。なお、子育て支援事業や青年対象事業に継続して取り組み、幼児

から青年までの育成に一貫して取り組む。 

 コロナ禍で需要が高まった自習室や宿題応援などの学習支援事業の拡充に

取り組む他、若者運営委員会から、青少年の意見を会館運営に取り入れ、青

少年の活動環境を整える。 

【令和 5年度の新たな取組】 

新たな取組 内容 

中学生の居場所づくり 

生活環境が大きく変化する中学生にとって、

気軽に立ち寄れて、安心して過ごせる場所と

して、フリースペースの居場所機能の充実を

図る。 

若者運営委員会の開催 

高校生から概ね 30歳までを対象とした若者

運営委員会を組織して、青少年が会館に求め

る意見を会館運営に取り入れ、青少年が過ご

しやすい環境を整備するとともに、年度毎に

設定する目標の達成に向け行動することで

主体性や積極性を育成する。 

もったいないネット 

～食品ロス Zero～ 

地域から提供いただいたお米やレトルト食

品等を定期的（毎月第 1土曜日）に子育て世

代へ無料配布することで SDGsの推進とフー

ドロス削減に取り組む。 

学習支援事業 

学生が長期休みとなる夏期と冬期、その他、

予約状況を鑑みて、空いている部屋の有効利

用として青少年会館の一部を自習室として

開放する。 

また、新たに PCやプリンター等の貸し出し

を行い、自習室としての機能向上を図る。 

子どもの生活支援への 

取組 

学習支援団体による学習サポート事業と子

ども食堂を運営する団体と連携し、「学習･

生活習慣の習得」と「食事の提供」を図る。 

【管理施設】藤沢青少年会館、辻堂青少年会館 全 2施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 

少年の森管理運営 

 令和 5年度から令和 7年度までの 3年間の指定管理者として、藤沢市少年

の森の管理運営を行う。 

 青少年団体や家族が野外活動を通して成長する活動の場、青少年が自然の

中で様々な自然体験や遊びができる居場所となるよう、野外活動施設として

の役割を担っていく。 

 管理棟や宿泊棟の一部では、携帯電話等の通信電波が弱く繋がりにくい状

況であり、震災等の緊急事態において、国や自治体が発信する災害情報が安

定的に収集できるようフリーWi-Fi を設置する。また、「ナラ枯れ」被害によ

り少年の森内のコナラ･クヌギ等が枯れてきており、倒木･枝折れ等の危険性

があるため、利用者の安全を確保する作業や調整を行う。 

【令和 5年度の新たな取組】 

新たな取組 内容 

供用時間の拡大 

7 月、8 月のキャンプ期間に合わせて、閉

園時間(17時)の延長を図り、施設利用の促

進に努める。 

都市緑化の推進 

少年の森の間伐を適切に行い「森のよみが

えらせ」を図る。次代を担う子どもたちや

地域の方々と「植樹会」を開催する。 

物品販売及びレンタル品

目等の充実 

物品販売の充実を図るとともに、新たにレ

ンタルサービスを実施する。テント、テン

トマット、ミニテーブル等を貸し出し、利

便性の向上を図る。また、広場に野球に必

要なベースや石灰等の備品を用意し、利用

者拡大及びサービスの向上を図る。 

新規事業への取組 

遠藤笹窪谷公園との連携事業、スケールメ

リットを生かした事業、写真展示会、フリ

ースクールへの支援などを実施するにあ

たり、様々な団体等と連携を図り開催す

る。 

【管理施設】藤沢市少年の森 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 

児童館管理運営 

 令和 5年度から令和 7年度までの 3年間の指定管理者として、藤沢市立児

童館(大鋸･辻堂･鵠洋･辻堂砂山･石川)の管理運理を行う。 

 管理運営を行うにあたっては、地域と一体となり、子どもたちの安全･安心

な遊びの拠点、居場所を提供する。また、各児童館で青少年健全育成事業を

地域の方々で構成された児童館運営委員会を中心に実施する。 

【令和 5年度の新たな取組】 

新たな取組 内容 

新規事業への取組 

児童館では、青少年育成の観点から多様

な事業を展開しているが、時代や地域の

ニーズを考慮した新しい事業展開を図

る。 

ランドセル来館の実施 

放課後の居場所を必要としている子ども

が、学校から直接児童館に来て過ごすこ

とができるようにする。令和 5年度は実

施方法の検討･調整を藤沢市と行う。 

施設内での飲食の実施 
子どもの孤食等の対策として昼食を食べ

る場所を時期や時間を定めて提供する。 

学習支援事業 

日ごろの宿題や長期休みの宿題など、地

域ボランティアの協力のもと、子どもの

学習支援を実施する。 

【管理施設】大鋸児童館、鵠洋児童館、辻堂児童館、辻堂砂山児童館、 

      石川児童館 全 5施設 

地域子どもの家管理運営 

 令和 5年度から令和 7年度までの 3年間の指定管理者として、藤沢市地域

子どもの家 18施設の管理運営を行う。 

 「地域市民との協働による管理運営」、「地域の子どもは地域で見守り育て

る」を基本理念に、地域のボランティアである運営委員会や見守る人と連携・

協力し、子どもたちの安全･安心な遊びの拠点、居場所を提供する。 

【令和 5年度の新たな取組】 

新たな取組 内容 

ホームページのコンテン

ツの充実及び「見守る人」

募集での活用 

「見守る人」紹介コーナーを新たに開設

し、安全･安心して遊べる施設であること

を PR して利用者の増加とともに、見守る

人の募集も図る。 

施設内での飲食 

子どもの孤食など利用者のニーズと社会

の課題を鑑み、過去に試行的実施した 2施

設の状況を検証し、実施施設の拡大を図

る。 

支援を必要とする子ども

たちの理解と連携強化 

見守る人を対象に障がい、児童虐待等に関

する研修を行い正しい知識を普及すると

ともに、財団は関係機関との連携強化を図

る。 

【管理施設】湘南台子どもの家、片瀬子どもの家、羽鳥子どもの家、中里子

どもの家、藤沢子どもの家、鵠沼子どもの家、大越子どもの家、大庭子ども

の家、六会子どもの家、長後子どもの家、鵠南子どもの家、八松子どもの家、 

本町子どもの家、秋葉台子どもの家、高谷子どもの家、俣野子どもの家、村

岡子どもの家、大道子どもの家 全 18施設 



  

 

（2）SL広場の管理運営 

事  業  名 内    容 

SL広場管理運営 

 スポーツ事業課が指定管理者として管理する八部公園内に設置されている

SL広場の管理運営を行う。管理運営にあたっては、藤沢 SL少年団、藤沢鉄道

車輌保存会に協力していただき、C11型蒸気機関車 245号「しおかぜ号」の定

期清掃、「しおかぜ号」本体･付帯設備の維持管理を行う。また、毎月第 2 日

曜日に「ミニ SL運転会」を実施するとともに、10月には、スポーツ事業課と

共同で「SLまつり」を八部公園で開催する。 

 

 

 （3）少年の森宿泊研修施設の管理運営 

事  業  名 内    容 

少年の森宿泊研修施設管理運営 

 少年の森での宿泊を伴う青少年の自然体験活動、青少年指導者等の研修の

ため、本財団が所有する宿泊研修施設「かわせみハウス」の管理運営を行う。

利用者が減少する冬期には、小学生を対象としたキャンプも実施する。 

 また、施設内の研修ホールを宿泊だけではなく、青少年の活動や研修等で

活用する。 

【令和 5年度の主な取組】 

取組 内容 

宿泊研修施設の修繕 

宿泊研修施設設立から 16 年が過ぎ、空調

設備･給湯器･電気系統等の不具合が発生

し始めているため、計画的に修繕を行う。 

【施設概要】 

 建物   木造 2階建 

 施設内容 研修ホール、シャワールーム、宿泊室(定員 40人) 

 利用対象 18歳以下の方で 10人以上の団体やグループ(要指導者引率) 

      青少年健全育成を目的に研修を行う10人以上の団体やグループ 

 

3 その他 

事  業  名 内    容 

ホームページの拡充・SNSの活用 

 ホームページの有効活用により、インターネットを通じて広く財団事業を

紹介し、各事業課の管理施設案内、教室･事業等の周知宣伝並びに関連情報の

提供を行う。あわせて広告掲載を募り、事業収入の拡充を図る。 

 また、青少年事業課のイベント･事業情報や青少年へ貸し出しを行っている

藤沢青少年会館の部屋の空き状況等の情報発信には Twitter やブログなどの

SNSを活用し、リアルタイムな情報を提供する。 

教材･教具貸し出し(無料) 

 地域や関係団体がお祭り等のイベント、事業で使用する物品の貸し出しを

行い、市内の青少年活動の支援を行う。(用具例：集会テント、ポップコーン

機、綿菓子機等) 

 

 

 

 

 

 

 



  

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業 

 （1）青少年施設での自動販売機設置・物品販売等 

事  業  名 内    容 

自動販売機での清涼飲料水等 
販売 

 管理運営する青少年施設(藤沢･辻堂青少年会館、少年の森、児童館、地域

子どもの家)において、自動販売機での清涼飲料水等を販売し、施設利用者へ

のサービス向上を図る。また、藤沢青少年会館においては、利用拡大を目的

に、利用者層を考慮し、お菓子やパン等の軽食の販売ができる自動販売機を

新たに設置する。 

レジャー用品のレンタル 
 少年の森で、ワンタッチテントやレジャーシートをはじめとする、キャン

プ･レジャー用品をレンタルし、施設利用者へのサービス向上を図る。 

キャンプ活動用消耗品等物品 
販売 

 少年の森での、薪等の野外炊事用消耗品をはじめとする、キャンプ活動用

消耗品等の販売により、施設利用者へのサービス向上を図る。 

 

 

2 その他市受託事業 

 （1）藤沢市から受託する青少年健全育成事業 

事  業  名 内    容 

第25回親子ふれあいコンサート 

 時代を超えて、歌い継がれた名曲に親しみ、青少年の情操を養い、共感す

る心を育むとともに、親子や異年齢の子どもたち同士のふれあいの場とする。 

・対象  子と保護者 

・時期  2023年 12月 10日(日) 

・場所  藤沢市民会館大ホール 

・内容  親子で楽しむコンサート(歌･器楽) 

藤沢市はたちのつどい事業 

 2022年 4月から民法改正により成年年齢が 18歳に引き下げられたが、藤沢

市では引き続き満 20歳を迎える方を対象に、社会人としての自覚を高める日

として、記念事業を執り行う。なお、20歳を迎える人で組織された実行委員

会が中心となり、事業の企画･運営を行う。 

・対象  2003年 4月 2日から 2004年 4月 1日までに生まれた方 

・時期  2024年 1月 8日(月･祝) 

・内容  記念式典後の記念事業(パフォーマンス等) 

・主管  はたちのつどい実行委員会 

青少年体験学習事業 

 地域の特色を生かした体験活動を行うことで、青少年に自分たちの住む地

域への興味や愛着を高めてもらうことを目的とする。 

・対象  市内在住、在学の青少年 

・時期  未定(青少年体験学習事業実行委員会で協議) 

・場所  藤沢青少年会館他、活動に適した場所 

・内容  地域の特色を生かした体験活動 

・委託先 青少年体験学習事業実行委員会 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

放課後児童健全育成事業計画 



  

Ⅰ   運営方針 

 令和５年度は、これまでのコロナ禍で続いてきた生活様式や就労形態の変化について落ち着きがみ

られ、社会全体の意識にも変化が見込まれるところです。様々な制約が緩和されていくなか、日常生

活についても、これまでの取組における課題の検証や見直しの意識も高まるものと思われます。子ど

もたちの育ちへの影響が心配され、子育てや仕事に課題を抱える保護者への支援が意識されるなど、

放課後児童クラブの役割はますます重要になってまいります。 

 放課後児童クラブにおいては、子どもたちが楽しく生活できる放課後の居場所として、安全や快適

性への配慮や、地域とのつながりを大切にしながら、児童クラブ運営の質の拡充を目指すとともに、

あらためて保護者との関わりの重要性を意識し、指導員の対応スキルの向上にも取り組んでまいりま

す。また、運営する児童クラブ数については、ひきつづき第２期整備計画が進められるなかで藤沢市

との調整により事業移管などを含めて、適正化を図ってまいります。 

 各児童クラブ施設では指導指針に基づき、子どもたちの放課後の生活における様々な場面で、一人

ひとりの特性に応じた対応を心掛けるとともに、「あそびを止めるな」の合言葉のもと、多くの活動に

よる学びや成長を支援いたします。とくに、昨年度の青少年育成委員会にて事業の意義を検討いただ

いた自然体験活動については、子どもたちが自然の中での特別な刺激や集団活動における他者との関

わりなどを通じて多くの発見が得られる有意義な活動であり、今回の検討内容を踏まえて活動のねら

いを定めながら工夫を重ねてまいります。 

 大規模化した児童クラブ組織の課題である計画的な人材育成については、藤沢市の理解をいただき、

一定の期間をかけて将来のクラブ長として育成する人材の採用が可能となり、丁寧に時間をかけて経

験を積みながら業務の習熟に努めます。併せて、育成人材を確保することで退職や休職による交代に

も備えながら安定的な児童クラブ運営を図ります。 

 改修を重ねてきた入退所管理システム「みらぞうタッチ」については、これまでの継続入所申請に

加えて新規入所申請についても電子化へ対応することにより、利用者の利便向上を図ります。 

 児童クラブ施設の整備については、石川小学校区に２つ目となる、はちみつ児童クラブを環境事業

センターの建て替えに伴い新設される複合施設内に開設いたします。また、安全や衛生への配慮を基

本に施設の環境整備を進め、とくに老朽化した施設についても計画的に適切な改修を実施してまいり

ます。 

 藤沢市において他事業者が運営する児童クラブが増える中、本財団の児童クラブは「こどもが真ん

中育てあい」の考えのもと、公益財団法人として公共性を意識しながら、保護者や学校、地域との連

携を進め、地域に根ざした温かな児童クラブづくりに取り組むとともに、今後も、藤沢市全体の放課

後児童クラブの質的向上に寄与できるよう、藤沢市と連携して本財団の果たすべき役割を全うし、事

業を推進してまいります。 

 



  

Ⅱ   実施事業等 

【青少年の健全な育成を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 1号）】 

1 放課後児童健全育成事業 

 （1）児童クラブの管理運営 

  ①児童クラブの運営 

事  業  名 内    容 

児童クラブ運営 

 保護者が就労等の理由により、放課後等に家庭にいない児童のために、適

切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るため、保護者や地域

住民の積極的な協力を得て、児童クラブの管理運営を行う。 

【対象】小学校 1年生から 6年生までの放課後児童 

【開設時間】 

区 分 開 設 時 間 

通常授業時(月曜日～金曜日) 午後 0時 30分から午後 7時まで 

短縮授業時 午前 10時 30分から午後 7時まで 

土曜日及び学級閉鎖時 

午前 8時から午後 7時まで 学校長期休業日(土曜日含む) 

学校行事等振替休日 

※午後6時から午後7時までは延長利用の申し込みが必要(別料金) 

【活動内容】 

 ①児童の安全と健康を守り、豊かな心を育てる。 

 ②遊びを通して自主性･社会性･協調性を培う。 

 ③生活の場を提供し、生活習慣を身につける。 

 ④家庭との日常的な連絡、情報交換を行う。 

 ⑤地域活動への参加等、地域の特性を生かした活動を行う。 

 ⑥その他、児童の健全な育成を助ける活動を行う。 

 

児童クラブ施設 

 

 

藤沢市内 55施設公共施設及び法人所有施設、民間借上げ等により運営を行

う。 

名 称 設置小学校区 名 称 設置小学校区 

どろんこ 鵠 洋 わんぱく 大 鋸 

風の子 高 砂 うさぎ 富士見台 

杉の子 善 行 ありんこ 滝の沢 

竹の子 八 松 ひまわり 湘南台 

チンチロ 大 道 つばさ 辻 堂 

芝の子 明 治 ちびっこ 駒 寄 

どんぐり 片 瀬 なかよし 俣 野 

コロリン 村 岡 さくらんぼ 長 後 

浜 見 浜 見 かもめ 新 林 
 



  

事  業  名 内    容 

児童クラブ施設 

 

名 称 設置小学校区 名 称 設置小学校区 

ごしょみ 御所見 そよかぜ 天神･六会 

いちょう 秋葉台 すまいる 長 後 

小 羊 羽 鳥 やまびこ 大 鋸 

めだか 大清水 かがやき 藤 沢 

たんぽぽ 小 糸 ひだまり 鵠 沼 

たいよう 六 会 こぐま 羽 鳥 

よつば 鵠 南 キラリン 村 岡 

さわやか 藤 沢 菜の花 富士見台 

ぽてんこ 鵠 沼 虹の子 善 行 

みつばち 石 川 かわせみ 大 道 

はすいけ 鵠 洋 第2どろんこ 鵠 洋 

おおぞら 六 会 あさがお 湘南台 

なかさと 中 里 ほしのこ 駒 寄 

つばめ 新 林 海の子 高 砂 

はやぶさ 湘南台 コスモス 秋葉台 

いるか 片 瀬 森の子 明治･羽鳥 

てんとう虫 滝の沢 クローバー 鵠 南 

麦の子 明 治 はちみつ 石 川 

はばたき 辻 堂   

※事業移管：つくしんぼ(大越）、かめの子(亀井野）、さくら(本町) 

※新  設：はちみつ(石川) 

 

【施設整備】 

 ①移管に伴う原状復帰工事 

  ・かめの子児童クラブ(亀井野) 

 ②外壁吹き替え改修   

  ・ちびっこ児童クラブ(駒寄) 

 

  ②実施事業 

事  業  名 内    容 

全体事業 児童クラブ集会 

 保護者や運営委員等の児童クラブに関わる方を対象に子育てや地域連携に

関する意見交換会を開催し、これからの子育てや保護者への支援等について

考える機会とする。 

・対象 保護者、運営委員、関係者 

・日時 2023年 6月 24日(土) 

・会場 藤沢市民会館第一展示集会ホール 

・内容 パネルディスカッション、小グループに分かれての意見交換 



  

事  業  名 内    容 

全体事業 

児童クラブ交流会 

 児童クラブに関わる人々が交流し親睦を深めることを目的に、市内 2 カ所

の公園で、子どもたちが遊びや工作、発表を展開する「オープンエア･コミュ

ニティ」を実施する。地域に密着しながら、財団としてのスケールメリット

を生かす。 

・対象 児童クラブ在籍児童及び保護者、関係者及び地域居住者 

・内容 ゲーム、工作、リズムけん玉等の発表 

・主管 児童クラブ交流会実行委員会 

南Ⅰ･Ⅱ児童クラブ交流会 

・日時 2023年 10～11月の土曜日を予定 ・会場 神台公園(予定) 

北Ⅰ･Ⅱ児童クラブ交流会 

・日時 2023年 10～11月の土曜日を予定 ・会場 湘南台公園(予定) 

広報活動 

①クラブだより 

 定期的に保護者に対し、日頃の児童の様子や活動を周知、報告するために

発行する。 

・発行部数 各児童クラブの世帯数 

・時  期 月 1回以上 

・内  容 児童の様子や行事について周知及び報告等 

②みんなあつまれ 

 入所児童の保護者だけでなく関係者にも配付し、児童クラブの事業周知や 

活動報告の他に、指導員が大切にしている思いや願いを伝え、児童クラブの 

理解を図る。 

・発行部数 延べ 9,000部 

・時  期 年 3回(6月、12月、3月) 

・配 付 先 保護者、理事、監事、評議員、運営委員、小学校 

・内  容 児童クラブの活動や生活を紹介、研修等の報告等 

③ホームページの更新 

 これから入所する児童の保護者を含め、広く児童クラブを知ってもらう。 

・更新 月 1回 

・内容 入所の手続き、児童クラブの生活と活動の紹介、指導員募集等 

各児童 
クラブ 
自主事業 

入所歓迎会 

 新入生の入所を祝い準備をするなかで、在籍児童に進級への期待、喜び、 

自覚を持たせる。新入生には、これからの生活に期待をもたせる。 

・対象 児童クラブ在籍児童(保護者の参加も可) 

・日時 2023年 4月 

・会場 市内 55児童クラブ 

・内容 けん玉や合奏など 2年生以上の発表と仲間づくりゲーム等 

自然体験活動 
《専門委員会 

提言内容》 

 日常、非日常の体験活動を通して自然と親しむ感性を育み、他者とのかか 

わりや発見の分ちあいを通じて豊かな成長を促す。 

・日時 年間を通して 

・場所 施設周辺地域から県内全域まで 

・内容 野外炊事、野菜や植物の栽培、生き物の観察、自然素材を使った工 

    作、自然散策、ネイチャーゲーム等 



  

 

事  業  名 内    容 

各児童 
クラブ 
自主事業 

クラブ間交流会 

 近隣児童クラブ同士で、共通の遊びであるフットベースやけん玉などを通

して交流を図る。また、チーム作りなどを通じてリーダーの育成を図る。 

・日時 年間を通して 

・会場 学校の校庭や体育館、公園、児童クラブ施設(オンラインを含む) 

・内容 フットベース、ドッジボール、けん玉、百人一首等 

遠足 

 児童クラブ外での活動を体験し、公共のルールを学ぶことや仲間との思い

出作りを目的に実施する。 

・日時 夏休み等の長期休業日 

・場所 県内の施設または公園、工場等 

節目としての行事 

 四季折々の伝統文化を感じることのできる年中行事に取り組む。また、お

やつのメニューとして取り入れるなどして関心をもたせる。 

・内容 七夕、大掃除、節分、ひなまつり、こどもの日、正月遊び、七草粥    

    等 

地域と交流する 
活動 

 地域の方々の協力を得ながら、活動と交流の場を広げ、幅広い世代との交

流を通して、地域で子どもたちを育むとともに、犯罪や災害から守る環境づ

くりに努める。 

・内容 地域のおまつりや公民館まつりへの参加、施設訪問等の世代間交流、 

    スポーツ関係団体との交流、地域清掃等 

クラブまつり 

 保護者や地域、学校の友達を招いて交流することを目的に、児童クラブに

通う子どもたちが自ら運営し実施する。 

・対象 児童クラブ在籍児童及びその友達、保護者、運営委員、近隣の方々 

・日時 おおむね 2023年 9月～2024年 2月 

・会場 市内 55児童クラブ 

・内容 ゲーム･工作、生活発表、保護者会による模擬店等 

防 災 

避難訓練 

 災害について学ぶ機会とするとともに、災害が発生した際に適切な行動が

とれるよう実践的な訓練を行う。 

・時期 各児童クラブ年 3回以上 

・内容 火災、地震･津波を想定した避難行動等 

防災体験 

 児童及び指導員が体験を通して防災について学び、防災意識の向上を図る。

また、昨年に引続き、消防局の方の協力を得ながら、消火器訓練も実施する。 

・時期 各児童クラブで年 1回いずれかの活動に参加する。 

・内容 起震車体験、地区防災訓練への参加、消火器訓練等 

緊急メール 
システム 

 災害時等における緊急情報など、保護者へ連絡する必要が生じた場合に、

一斉配信を行う。 

会 議 

職員会議 

 本課職員及び全クラブ長の出席により、事業及び会議の報告や本課からの

事務連絡、課全体の予定の確認など情報共有を図る。 

 原則 8月を除く毎月 1回開催 

ブロック長会議 

 管理職とエリアマネージャー、本課担当職員、ブロック長により、児童ク

ラブにおける重要事項について協議するとともに、児童指導方法や事業、ク

ラブ長の育成について、検討し決定する。 

 原則 毎月 2回開催 

 

 

 



  

 

事  業  名 内    容 

会 議 

ブロック会議 

 市内 55施設を 6つのブロックに分け、ブロック長が中心となって、円滑

な児童クラブ運営のための情報交換、意見交換を行う。 

 原則 毎月 1回開催 

本課会議 

 管理職と本課職員により、児童クラブにおける事務執行上の課題や重要事

項について、検討し方針を決定する。 

 原則 毎月 1回 開催 

児童クラブ 

ミーティング 

 児童クラブごとに、所属する職員が活動計画や児童指導、保護者対応等に

ついて検討し、また実践を振り返る。職員会議やブロック会議等の内容を報

告し、情報共有を図る。 

 原則 毎月 2回開催 その他必要に応じ随時  

運営委員長会議 

 各児童クラブの運営委員長が一堂に会し、職員から児童クラブの事業や研

修等について説明及び報告を行うとともに、委員長からは各児童クラブの状

況を報告していただき、情報共有を図る。 

 年 2回開催(5月、11月) 

運営委員会 

 児童クラブごとに、運営状況や活動について説明及び報告を行うととも

に、地域の状況について情報共有を図る。 

 年 3回以上開催 

保護者懇談会 

 児童クラブごとに、児童の様子や活動について説明及び報告を行うととも

に、テーマに沿った意見交換等を実施し、保護者同士の交流、親睦を図る。 

 年 4回以上開催 

 

 

 

 

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業等 

事  業  名 内    容 

写真の販売 
 児童クラブの活動を撮影した写真を販売し、利用者へのサービス向上を図

るとともに、自主財源の確保に努める。 

折り込み広告 
 児童クラブのおたよりと一緒に折り込み広告を配付し、利用者へのサービ

ス向上を図るとともに、自主財源の確保に努める。 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

ス ポ ー ツ 事 業 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Ⅰ   運営方針   

 令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う施設利用制限等は全て解除し、コロナ禍以

前のような活気のあるスポーツ活動を全面的に取り戻していく年度と考え、藤沢市及び関係団体等と

さらなる連携強化を図り、「藤沢市スポーツ都市宣言」及び「藤沢市スポーツ推進計画２０２９」に基

づいた４つの施策、「健康寿命日本一」、「スポーツ活動の充実」、「共生社会の推進」、「まちのにぎわい

創出」に取り組み、市民一人ひとりが「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」スポーツを楽

しめる環境づくりを推進し、スポーツ実施率の向上・施設利用者拡大に努めます。 

 「健康寿命日本一」については、子どもから高齢者まで幅広い世代のニーズに応えられるよう多種

多様な各種スポーツ教室を実施するとともに、だれでも参加しやすいラジオ体操普及事業や、みらい

子どもフェスタ等のイベントを実施し、スポーツへの導入や継続に繋げ、市民の体力向上・健康増進

を図り、藤沢市が掲げる施策に貢献してまいります。 

 また、市民の「スポーツ活動の充実」を図るため、藤沢市に活動基盤を置くプロスポーツチームと

連携した教室事業を展開し、トップアスリートから直接指導を受けられる機会を子どもたちに提供す

ることで、ジュニア期の指導の充実を図ります。令和５年度はさらに多くの市民を巻き込んで取り組

めるよう、新たに無料体験会・イベントを行い、参加者や応援者の底辺拡大に繋げてまいります。 

 その他、藤沢市が課題としている学校プール授業の受け入れや、中学校部活動地域移行への取り組

みについても、教育委員会等と調整を図り、市内の子どもたちのスポーツ活動を支援し、青少年の心

身の健全な育成の一助となれるよう努めてまいります。 

 「共生社会の推進」については、藤沢市障がい者スポーツ連絡協議会とさらなる連携強化を図り、

障がい者スポーツの課題に主体となって積極的に取り組んでまいります。そして、障がい者のスポー

ツ活動を的確にサポートするため、インクルーシブスポーツ体験講習会等を実施するとともに、パラ

スポーツ開放事業の利用者拡大、パラスポーツフェスタ、ふれあい交流事業等の充実を図り、共生社

会の実現を一層強めてまいります。 

 「まちのにぎわい創出」については、全国から参加する全国中学生ビーチバレー大会や湘南藤沢市

民マラソンを盛況に開催することでスポーツツーリズムを図り、地域経済の活性化、地域交流の促進

に繋げてまいります。なお、湘南藤沢市民マラソンについては、メイン会場等の使用に不安要素もあ

りますが、事務局としてこれまで培ってきた実績を生かしながら、コロナ禍以前のように参加者定員

を上回れるよう、より満足いただける大会運営を目指してまいります。 

 また、藤沢市運動施設等指定管理者として、施設管理については、各スポーツ施設とも老朽化に伴

う施設不具合が日常的に発生しておりますので、計画的な修繕・更新を藤沢市と連携し、適切な対応

に努めるとともに、光熱水費を始めとした物価高騰の影響も強く懸念されるため、より一層の経費削

減に努めてまいります。 

 そして、令和５年度は指定管理期間３年間の中間年度に当たり、指定管理者第三者評価が実施され

ます。次期以降も本財団が継続して指定管理者として指定されるよう、提案した「令和５年度の藤沢

市運動施設等指定管理者事業計画」を着実に履行し、第三者評価に臨み、今後の管理運営と公共サー

ビスの向上に努めてまいります。 

 最後に、令和５年度も新型コロナウイルスとの共存の中での運営となることや、物価高騰の影響な

ど課題・難題が予測されますが、スタッフ一同、様々なアイデアを持ち寄り、藤沢市のスポーツ推進

に努め、市民が健康で豊かなスポーツライフを実現できるよう努めてまいります。 



  

【市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする事業（定款第 4条第 1項第 2号）】 

1 各種スポーツ教室・大会等の開催 

 （1）スポーツ教室等の開催 

 事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ
教室(講習会)
等の開催 

スポーツ教室 

 生涯スポーツの推進を図るため、市民のスポーツ活動の基盤と
なる場の提供として各種スポーツ教室を実施する。 

 施設の設立目的や地域性を充分生かしながら、体力･技術レベ
ルに対応する市民ニーズを反映した教室、また中高年の方の体力
維持･増進や子ども、障がいのある方の体力向上に寄与すること
のできる教室を開催し、各種スポーツの普及･推進に努めるとと
もに、交流･親睦の場を提供する。また、教室事業において就学
援助受給世帯の子どもを対象に参加費の減額を行い、スポーツ活
動への参加を支援する。さらに市民から要望が多かった年間水泳
教室については、全てのプール施設で実施する。 

 合計 288教室(予定) 

施設名 開催予定数 

秩父宮記念体育館 66教室 オープン教室 10種など 

鵠沼運動施設 
八部公園プール 

25教室 ｴﾝｼﾞｮｲﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙなど 
47教室 年間小学生スイムなど 

秋葉台文化体育館 
秋葉台公園プール 

50教室 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ体験など 
36教室 小学生 ALL SEASON SWIMなど 

石名坂温水プール 64教室 小学生ﾏﾝｽﾘｰﾚｯｽﾝなど 
 

各施設 

開放事業 
(有料) 

 スポーツ教室事業と併せ、年間を通じた市民のスポーツ活動の

基盤となる場として個人使用種目を設定開放し、市民のスポーツ

実施率の向上と施設利用者の拡大を図る。 

施設名 開催予定 

秩父宮記念体育館 卓球 他 主に 7種目 

秋葉台文化体育館 バドミントン 他 主に 6種目 

 駐車場スペースを有効活用し、自転車の練習場所を定期的に提
供、交通安全の意識向上とスポーツサイクルの普及を図る。 

【サイクルオープン Day】 

秩父宮 
秋葉台 

開放事業 
(無料) 

 障がい者も同一フィールドで楽しむことのできるローリング
バレーボール、テニス、ボッチャ、パラバドミントン、卓球の練
習会場を定期的に開放し、インクルーシブスポーツやパラスポー
ツの普及を側面からサポートする。 
 【ローリングバレーボール】、【テニス】 
 【ボッチャ】、【パラバドミントン】、【卓球】等 
 
 施設の利用制限やリスク等によって、施設利用がしにくい方々
を対象とした専用開放日を設ける。ワンポイントアドバイス等を
実施し、障がい者･乳幼児が運動しやすい環境をつくる。 
 【障がい者プール開放】、【ベビースイム Day】 
 
 超高齢社会を迎えた現在、生活の中にスポーツを取り入れ、い
きいきと過ごしていただくため、敬老の日の前後はシルバーウィ
ークと題し、各施設日替わりで 60 歳以上の方を対象とした無料
開放を実施する。 
 【敬老の日(シルバーウィーク)】 
 
 子どもたちの体力低下を鑑み、7、8月を除き月 1回のプール開
放を実施し、プール遊びを通して基礎体力の向上を図る。 
 【子どもプール無料開放日】 

各施設 

 



  

事  業  名 内    容 担当・会場 

各種スポーツ
教室(講習会)
等の開催 

関連団体等との
連携による健康
づくり 

 藤沢市スポーツ推進課、藤沢市健康づくり課、地域包括ケアシ
ステム推進室、藤沢市保健医療財団、藤沢市医師会、慶應義塾大
学スポーツ医学研究センター等との連携により、市民を対象とし
た健康づくり事業の推進を図り、研究のための調査を支援する。 

 藤沢市健康づくり課、藤沢市保健医療財団、慶應義塾大学大学
院健康マネジメント研究科、同スポーツ医学研究センターとの連
携を強化するとともに、人材交流や事業研修等、更なる充実を図
りながら「健康寿命日本一を目指した社会基盤」を構築し、より
実効性のある事業展開に努める。 

各施設 

介護予防推進
事業 

 フレイル対策の一環として、介護予防の推進を意識した健康･
体力づくり教室の実施や藤沢市健康づくり課･地域包括ケアシス
テム推進室の介護予防事業に各スポーツ施設を会場として提供
する。また、高齢者福祉センター主催の健康づくり運動講座に運
動指導員を派遣し、メンタル面も含め高齢者の運動機能の改善、
向上のための知識や技術を普及し、高齢者が介護予防を意識した
生活を送れるように努める。 

各施設 

トレーニング
ルームの運営 

・各個人に適した運動プログラムの提供を行うとともに、これか
ら運動を始めてみたいと思っている方に対しては「健康体力づく
り相談」を実施し、市民の健康づくりへの取組をトータル的に支
援する。 

・運動指導員(トレーナー)によるマンツーマン指導や生活習慣病
予防のカウンセリングなど様々な運動プログラムの作成を行い、
市民ニーズに応じたトレーニング方法を提供し、健康の維持増進
に努める。 

・利用者ニーズに応じたトレーニング機器の更新を行い、環境整
備に努める。また、初回登録時に健康リスクに付随するチェック
リストを実施し、危険因子のスクリーニングをしながら、市民が
安心して運動できるようエビデンスに則した安全なプログラム
を提供する。 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

地元プロスポ
ーツチームと
連携したジュ
ニア育成と地
域活性化 
 

 多くの子どもたちにトップアスリートとふれあえる機会を提
供し、藤沢市出身の子どもたちがスポーツ界の将来を担っていけ
るようなきっかけづくりを行う。 

 また、プロスポーツを身近に感じ、応援したくなるような良好
な関係づくりを進め、地域活性化へと繋げる。 

 【湘南ユナイテッド BCバスケットボールスクール】 

 ・場所 秩父宮記念体育館、秋葉台文化体育館 

 【神奈川フューチャードリームスベースボールスクール】 

 ・場所 八部公園野球場 

                  《専門委員会提言内容》 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

ジュニアのた
めのスポーツ
栄養講座 

 様々なスポーツに励んでいるジュニア世代･指導者･保護者等、
家庭を中心とした幅広い層に対し「スポーツ栄養講座」を開催す
る。講座では正しい栄養知識と摂取法などのスキルを習得させる
ことでジュニアアスリートの身体づくりを支援し、生涯を通じて
スポーツに親しめるケガをしにくい身体づくりを促進する。 

  ※オンライン対応事業 

 (スポーツ推進課受託業務)     《専門委員会提言内容》 

事業担当 

日本赤十字社 
正規講習会 

 日本赤十字社の救急法救急員養成講習会、水上安全法救助員Ⅰ
養成講習会を開催し、湘南の地域特性を生かした、マリンスポー
ツ･ビーチスポーツを市民が安心して活動できるよう知識や技術
の普及に努める。 

秋葉台 

 

 



  

 （2）スポーツ大会等の開催 

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

 管理施設を有効活用し、市民が気軽に参加できる大会･イベント等を開催し、利用

者サービスの向上と、市民に親しまれる財団及び施設運営とスポーツ活動のプロモ

ーションに努める。 
 

興行的イベン
ト（みるスポー
ツ） 

 他団体が開催する興行イベントに後援･協力し、広く市民に「み

る」スポーツを提供する。 

 【2023年春巡業第28回大相撲藤沢場所】 

 ・期日 2023年4月15日(土)   ・場所 秋葉台文化体育館 

 【神奈川フューチャードリームスファン感謝デー】 

 ・期日 2023年10月28日(土)  ・場所 八部公園野球場 

 【新日本プロレスチャリティー興行】 

 ・期日 2023年11月25日(土)  ・場所 秋葉台文化体育館 

 【湘南ユナイテッドBC 2023-2024シーズンB3リーグ公式戦】 

 ・場所  秩父宮記念体育館 秋葉台文化体育館 

秩父宮 
鵠沼 
秋葉台 

ふれあいスポ
ーツ交流会・ 
開放 

 本財団･障がい者団体･ボランティアが企画段階から協働した、
テニス開放を定期的に実施し、障がい者･健常者がともにスポーツ
を楽しむことのできる共生社会の実現に向けて、インクルーシブ
スポーツの推進を図る。 
 【障がい者ふれあいテニス開放】 
 毎月 2回、障がいのある方を対象にテニスコートを開放する。 
                  《専門委員会提言内容》 
 【障がい者ふれあいテニス教室･障がい者ふれあいグループス 
  イム】【楽･楽水泳教室(初級)･(中級)】等 
 体力･身体機能の差に関わらず、だれもがスポーツのもつ楽し 
さや充実感を共有できるインクルーシブスポーツの普及振興を図 
る。 

 【ローリングバレーボール＆ボッチャ】 

 ・期日 2023年 11月 11日(土) 

 ・場所 秋葉台文化体育館 

 【卓球】 

 ・期日 2023年 12月 16日(土)or17日(日)or23日(土) 

 ・場所 秩父宮記念体育館 

各施設 
事業担当 

みらい子ども

フェスタ 

 青少年事業課、芸術文化事業課とともに子どもの日に関するイ
ベントとして 5月の連休中に実施する。 
 ・期日 2023年 5月 3日(水･祝)～5日(金･祝) 
 ・場所 秩父宮記念体育館、八部公園、秋葉台公園、 
     石名坂温水プール 
 ・内容 スポーツ体験教室･スポーツチャレンジ体験イベント 
     プール無料開放等 

各施設 

カラダ健康フ
ェスタ 
～体力年齢を
知ろう～ 

 市民一人ひとりが、自身の「体力」、「運動能力」を適正に把握
し、体力向上･健康増進の目安とするため新体力テストを実施す
る。 
 また、藤沢市保健医療財団、藤沢市健康づくり課と連携し、健
康増進やスポーツ実践への正しい知識を提供するコーナーを設
け、スポーツライフのサポートに努める。 
 ・期日  2023年 5月 4日(木･祝) 
 ・場所  秩父宮記念体育館 
 ・対象  小学 1年生から 79歳の方まで 
 ・参加費 無料 

秩父宮 
事業担当 

 

 

 

 



  

 

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

ふじさわ市民
ウオーク2023 

 市民の健康寿命の延伸と身体活動を促進するためにウォーキン
グイベントを開催し、市民の健康づくりに寄与する。 
 ・期日  2023年 5月 20日(土) 
 ・場所  奥田公園･クラゲ広場～江の島ヨットハーバー～ 
                 秩父宮記念体育館【予定】 
 ・参加費 500円(小･中学生無料) 

事業担当 

ノルディック
ウォーキング 

 ノルディックウォーキングを行いながら、藤沢の歴史や自然に
触れ合い、街並みを楽しみながら藤沢市内等を巡る。 
 イベントを通じ、全身のエクササイズとなるノルディックウォ
ーキングの楽しさを伝えるとともに健康の維持増進を図る。 
 ・期日  ①調整中(6月頃)  ②調整中(10月頃) 
      ③調整中(1月頃) 
 ・場所  ①境川遊水地公園周辺 ②江の島周辺 
      ③茅ヶ崎里山公園周辺 
 ・対象  ①②5㎞～6㎞程度歩ける方 ③10Km以上歩ける方 
 ・内容  ノルディックポールを使ったウォーキングイベント 
 ・参加費 800円（ポールのレンタル代含） 

秋葉台 
市内 
市外 

救急イベント 

 海浜･河川に恵まれた地域性を考慮し、安全にビーチや水辺での

スポーツ･レクリエーション活動を楽しんでいただくため、市民を

対象に水難事故発生時の対処方法や、スポーツ活動及び家庭で活

用できる簡単な応急手当などが学べるイベントを開催する。 

【石名坂…夏目前！石名坂救急豆知識】 

 ・期日 2023年 6月 18日(日)  

【鵠沼…藤沢市八部公園『夏の救急フェア』】 

 ・期日 2023年 7月 16日(日) 

【秋葉台…秋葉台公園プール元気祭『蘇生法体験ブース』】 

 ・期日 期日調整中 

鵠沼 
秋葉台 
石名坂 

おはよう！ 

キュンとする 

まち。藤沢 

ラジオ体操

2023 

 フレイル対策の一環で、健康寿命日本一を目指す取り組みのひと
つとして「ラジオ体操」を市民に広く伝えるイベントを開催し、市民
の身体機能の向上を目指すとともに、異世代交流の促進を図り、市民
がより豊かで健康な生活を送れるようラジオ体操イベントを開催す
る。 

 (スポーツ推進課受託業務) 

 ・期日  2023年 7月 23日(日)【予定】 

 ・場所  秋葉台公園球技場(雨天時 秋葉台文化体育館) 

 ・内容  市民一斉ラジオ体操会 

 ・参加費 無料 

秋葉台 
事業担当 

秋葉台カヌー 

Ｄａｙ 

 河川に比べ安全なプールでカヌー体験を楽しみながら、夏休み期間
における平日夕方のプール利用促進を図り、新たな価値観を創造す
る。 
 ・期日  2023年8月1日(火)～4日(金) 
      2023年8月15日(火)～18日(金)  計8回実施 
 ・時間  午後5時から午後5時45分まで 
 ・場所  秋葉台公園プール流水プール 
 ・内容  カヌー体験会 

 ・参加費 200円(プール入場料は別) 

秋葉台 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

車いすバスケ
ットボール 
体験 

 車いすバスケットボールを体験する機会を提供し、車いすの操
作とルールの理解をとおして、共生社会の実現に寄与する。 
 ・期日  2023年 8月 11日(金･祝) 
 ・時間  ①午前 10時から正午まで 
      ②午後 1時から午後 3時まで 
 ・場所  秋葉台文化体育館 第 1体育室 
 ・対象  小学生以上の方 各 30人 
 ・内容  車いすバスケットボール体験･デモンストレー 
      ション 
 ・参加費 100円 
                   《専門委員会提言内容》 

秋葉台 

スポーツ講演

会・クリニック 

 トップアスリートによる講演会･クリニック等を関係団体や協
賛企業等とのタイアップで実施し、スポーツの素晴らしさを伝え、
明日を担う藤沢の子どもたちの向上心を養う。 

 【ビーチバレークリニック】 

 ・期日 2023年8月17日(木)  ・場所 鵠沼海岸 

 【(仮称)湘南ユナイテッド BCバスケットボールクリニック】 

 ・期日 2023年8月29日(火)  ・場所 秩父宮記念体育館 

 【(仮称)湘南ベルマーレサッカークリニック】 

 ・期日 2023年12月17日(日)  ・場所 秋葉台公園球技場 

秩父宮 
秋葉台 

事業担当 

(鵠沼海岸) 

泳力認定進級 
テスト 

(泳力認定制度) 

 秋葉台公園プール･石名坂温水プールにおいて、施設共通の泳力
認定基準による認定会(進級テスト)を開催し、市民(プール利用
者)に水泳レベルの目安を「級」として提供することで泳力向上へ
の動機付けとし、市民のスポーツ意欲の向上を目指すとともに、
プールの利用促進を図る。また、各プール施設において、泳力認
定級取得者を対象とした水泳教室を開催する。 

 ・期日  ①2023年 8月 21日(月) ②2024年 3月 26日(火) 

 ・場所  ①秋葉台公園プール ②石名坂温水プール 

 ・対象  ①高校生以下 150人 ②高校生以下 120人 

 ・内容  泳力認定進級テスト 

 ・参加費 500円  

秋葉台 
石名坂 

みらい水泳 

大会 in八部 

 泳ぐだけでなく、「水中運動会」の要素も含めた小学生を対象と
した水泳大会を開催し、より幅広いプールの楽しみ方を体験して
いただく。 
 ・期日  2023年 8月 28日(月) 
 ・場所  八部公園プール 
 ・対象  小学生 
 ・内容  水中運動会 
 ・参加費 1,000円 

鵠沼 

ふじさわセー
リングフェス
タ2023 
in江の島 

 東京 2020 オリンピック･セーリング競技大会が開催された江の
島ヨットハーバーにてオリンピック･レガシーを未来へ繋ぐイベ
ントとして、市民の参画を促進することを目的に、障がい者や子
どもも安心して操船できるユニバーサル艇を使用し、より多くの
市民にセーリング体験の機会を提供することで、セーリング競技
やマリンスポーツの普及とオリンピック･レガシーの推進に努め
る。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
 ・期日  2023年 10月 7日(土)、8日(日) 
      午前 9時から午後 4時 20分まで 
 ・場所  江の島ヨットハーバー湘南港 
 ・対象  小学生以上の方 100人(各日 50人×2日間) 

 ・参加費 大人(中学生以上)800円 小学生 300円 

事業担当 
（江の島） 



  

 

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

地域感謝 
イベント 

 地域の方々に感謝の気持ちを込めて、スポーツ体験教室やフ 

リーマーケット、パフォーマンスショーなど、気軽に施設を利用

いただける機会として提供し、公共スポーツ施設を身近に感じて

もらい、足を運んでいただくきっかけづくりとする。 

 【ＳＬまつり】(鵠沼)   ・期日 2023年 10月 9日(月･祝) 

 【地域感謝祭 in秩父宮記念体育館】 

              ・期日 2023年 11月 26日(日) 

  ※ふじさわパラスポーツフェスタと同日開催 

 【石名坂地域感謝祭】 

              ・期日 2023年 12月 17日(日) 

 【秋葉台公園プール元気祭】 

              ・期日 調整中 

 市民センターや地域団体等と協働開催し、地域の活性化を推進。 

 【藤沢市民まつり】(秋葉台) 

              ・期日 2023年 9月 23日(土･祝) 

各施設 

第 7回ふじさ
わ・あきば観光
ロゲイニング
(仮称) 

 地図をもとに市内のチェックポイント(観光名所や商店等)を巡

り、時間内に得点を集めるスポーツ。観光の要素も取り入れてい

るため地域活性化の一助にもなり、だれでも楽しみながらウォー

キング･ランニングを実践できるイベントとして開催する。 

 ・期日  2023年 11月 5日(日) 

 ・場所  秋葉台文化体育館･藤沢市内各地 

 ・対象  一般の部･ファミリーの部 250人(1チーム 2～5人) 

 ・内容  観光地をチェックポイントにしたロゲイニング 

 ・参加費 大人 3,000円(予定) 小･中学生 500円(予定) 

                   《専門委員会提言内容》 

秋葉台 
市内 

サイクルチャ
レンジ藤沢 in
秋葉台 

 プロの自転車選手を迎え、安全講習とスポーツ自転車クリニッ

クを開催し、市民がトップアスリートとふれあう機会を提供する

とともに、施設の有効活用を図る。障がいのある方も参加いただ

けるイベントとする。 

 ・期日  2023年 11月 23日(木･祝) 

 ・場所  秋葉台公園 第 2駐車場 

 ・対象  自転車に乗れる子ども(※補助輪が取れていること) 

 ・内容  自転車安全講習･自転車クリニック 

 ・参加費 500円 

                   《専門委員会提言内容》 

秋葉台 

ふじさわパラ
スポーツフェ
スタ2023 

 スポーツによるインクルーシブ社会の推進を図り、多くの市民

がパラスポーツの体験を通じて、楽しみながら交流を促進できる

よう努める。パラスポーツに対する理解を深めるとともに、共生

社会の実現に向けた市民意識の高揚を図る。 

 (スポーツ推進課受託業務) 

 ・期日  2023年 11月 26日(日) 

 ・場所  秩父宮記念体育館 

 ・対象  どなたでも 

 ・内容  各種パラスポーツの体験会 

 ・参加費 無料 

                   《専門委員会提言内容》 

秩父宮 
事業担当 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 担当・会場 

大会・イベント

等の開催 

年末打ちおさ

めテニス 

Ｄａｙ 

 多様な市民ニーズに応え、スポーツ施設をより有効活用してい

ただくため、年末休場日に八部公園テニスコートを開放し、打ち

納めの機会を提供する。 

 ・期日  2023年 12月 28日(木)～30日(土) 

 ・場所  八部公園テニスコート 

鵠沼 

石名坂温水プ
ール年末営業
日 

 多様な市民ニーズに応え、スポーツ施設をより有効活用してい

ただくために石名坂温水プールの年末休館日に営業し、泳ぎ納め

の機会を提供する。 

 ・期日  2023年 12月 28日(木)～30日(土) 

 ・場所  石名坂温水プール 

石名坂 

プレス工業ラ
ンニングクリ
ニック 

 全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)などでも活

躍した経歴をもつ地元の強豪、プレス工業陸上競技部の現役ラン

ナーによるランニング教室(長距離走)を開催する。 

 ・期日  ①調整中(1月頃)  ②調整中(3月頃) 

 ・場所  秋葉台公園芝生広場 

 ・対象  18歳以上の 1㎞ 4～7分ペースで 3～5㎞続けて走れ 

      る方 30人 

 ・参加費 1,000円 

秋葉台 

スポーツチャ
レンジフェス
ティバル
VOL.19 

 子どもから大人、障がいのある方も、グループや家族で参加で

きるゲーム感覚の種目やスポーツを用意し、楽しみながら体を動

かす機会を提供する。 

 (スポーツ推進課受託業務) 

 ・期日  2024年 2月 18日(日) 

 ・場所  秩父宮記念体育館 

 ・定員  400人 

 ・内容  2人～5人のチーム戦 

      (10種類のゲームでの勝敗により順位を決定） 

 ・参加費 大人 500円 小人 300円 

秩父宮 
事業担当 

アキバ★マル
シェ 

 キッチンカー業者及び市内の農業従事者や漁業従事者と協同し

地産地消を目的としたローカルマーケットを活性化するイベント

を開催し、施設利用者の拡大を図り、「まちのにぎわい創出」を目

指す。 

 ・期日  調整中 

 ・場所  秋葉台公園 

                   《専門委員会提言内容》 

秋葉台 

ランバイク体
験 

 子どもがスポーツに参加するきっかけとして最適なランバイク

は、ペダルのない自転車を足で蹴って進むスポーツで、幼少期の

子どもたちにバランス感覚や体幹を鍛える機会を提供する。 

 ・期日  未定(7～9月を除く毎月 1回開催予定) 

 ・時間  正午から午後 1時まで 

 ・場所  秋葉台公園 第 2駐車場 

 ・対象  2～6歳程度の子ども 

 ・参加費 200円 

                   《専門委員会提言内容》 

秋葉台 



 

事  業  名 内    容 担当・会場 

 

 

競技会の 

開催 

 市民がトップレベルのプレーに触れる(みる)機会、競技に参加できる(す
る)機会等を提供し、幅広い種目の推進や技術の普及(ささえる)に努める。 
 全国規模の大会･イベント等の開催に協力し、スポーツに捉われることな
く施設の活用を図り、他団体や企業のイベント等に共催、後援、協力をする。 
 「第 14 回湘南藤沢市民マラソン 2024」が安心･安全に開催できるよう、
藤沢市や関係団体と連携･協力を図り、一丸となって「スポーツツーリズム」
の輪を拡げる取り組みを進める。 
 日本のビーチバレー発祥の地“鵠沼”にて、広く市民が参加できる大会か
らトップレベルのプレーに触れる機会まで、ビーチバレーの普及･推進に主
眼をおいた事業を展開する。 

 

ビーチ 

バレー 

3 大会 

 藤沢市バレーボール協会との共催で、ビーチバレー大会の

運営を施設管理者としてサポートし、湘南の地域特性を生か

したビーチスポーツ愛好者の拡大を図る。(共催事業) 

【常設コートオープン記念大会】 

 ・期日 2023年 5月 3日(水･祝) 

 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

【海の日記念大会】 

 ・期日 2023年 7月 22日(土)、23日(日) 

 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

【ビーチバレー湘南】 

 ・期日 2023年 8月 5日(土)、6日(日) 

 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

事業担当 
(鵠沼海岸) 

神奈川県及び 
全国中学生 
ビーチバレー 
大会 

 ビーチバレー国内発祥の地として、次世代を担う子どもた
ちにビーチバレーの普及･拡大を目的に開催し、更なる発展
を図る。 
 近年参加チームが増加傾向にある中で、特に全国大会につ
いては、引き続き参加地域を増やすように努め、東京 2020
オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーの一環と
して、藤沢からビーチバレーの普及を目指す。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
【神奈川県大会】 
 ・期日 2023年 8月 1日(火) 
 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 
【全国大会】 
 ・期日 2023年 8月 17日(木)、18日(金) 
 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

事業担当 

(鵠沼海岸) 

ビーチバレー
ジャパン 

 日本トップレベルの選手が集う国内最高峰の大会運営を
サポートし、市民にトップ選手のプレーを観戦する機会を提
供する。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
 ・期日 2023年 8月 11日(金･祝)～13日(日) 
 ・場所 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーン 

事業担当 
(鵠沼海岸) 

湘南オープン 
ウォーター 
スイミング 
2023江の島ス
イムツアー     

 湘南オープンウォータースイミング 2023 の実行委員会に
参画し、ビーチスポーツの普及に努め、江の島スイムツアー
(集団泳)の運営をサポートし、初心者や高齢者、障がいのあ
る方の参加をサポートする。(共催事業) 
 ・期日 2023年 9月 9日(土) ・場所 片瀬海岸東浜 

事業担当 
(片瀬海岸) 

第 15 回 
秋葉台キッズ 

アクアスロン 

 水泳とランニングの 2 種目を続けて行う小学生を対象と
した競技会。子どもたちが自らの限界に挑戦することで、精
神的・肉体的に成長してもらうことを目的とする。競技ス 
ポーツの楽しさと充実感を体感できる環境をつくる。 
 ・期日 2023年 9月 17日(日) 
 ・場所 秋葉台公園プール、秋葉台公園園路 
                《専門委員会提言内容》 

秋葉台 

 

 



 

 

 

事  業  名 内    容 担当・会場 

競技会の 

開催 

第 69 回藤沢
市駅伝競走大
会 

 市内駅伝競走大会を藤沢市陸上競技協会や藤沢北警察署、
藤沢市スポーツ推進委員協議会との協働で開催する。また、
これまでのカテゴリーとコースを継続し、より多くの市民に
参加機会を提供することで、競技スポーツの普及･推進に努
める。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
 ・期日 調整中(12月中旬調整中) 
 ・場所 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス周辺 

事業担当 

第 14 回湘南
藤沢市民マラ
ソン 2024 

 第 14 回目となる市民マラソン大会を安全･安心に開催で
きるよう、実施方法等を検討･調整し、市民に支持される大
会運営に努める。今後も関係団体等との連携・協力を強化し、
地域の活性化や経済効果にも貢献できるよう努める。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
 ・期日 2024年 1月 28日(日)【予定】  
 ・マラソンコース：江の島･湘南海岸～浜須賀交差点 

事業担当 

ふじさわボッ
チャ競技大会 

 パラリンピックの正式種目でもあり、誰でも楽しく参加で
きるボッチャ競技大会を開催し、パラリンピックレガシーの
一環として地域でのパラスポーツの普及･推進に貢献する。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
 ・期日 2024年 3月 17日(日) 
 ・場所 秋葉台文化体育館 

秋葉台 
事業担当 

 

 

2 指導者・ボランティア組織の充実 

 （1）指導者養成・派遣 

事  業  名 内    容 担当・会場 

指導者養成･派遣事業 

 関係機関･地域団体等からの依頼による各種講習会等へ、
講師として職員を派遣し、指導者等の資質向上･育成に協力
する。また、藤沢市内各高校･大学等でのインターンや中学
校の教育カリキュラムである職場体験実習などの受け入れ
体制を整え、あらゆる年代での人材育成に努める。 
 スポーツ･健康に関する公民館事業、介護予防事業、藤沢
市職場研修、総合型地域スポーツクラブへ講師として職員を
派遣し、市民の健康づくりの普及振興に努める。また、慶應
義塾大学 SFCの非常勤講師として職員を派遣し、インクルー
シブスポーツの普及と共生社会の実現に寄与する。 
 コロナ禍での事業実践のためにオンラインや YouTube チ
ャンネルを活用した動画作成等にも取り組み、あらゆる事態
にも対応できるようシステムを構築する。 

各施設 
事業担当 

湘南藤沢市民マラソンでの 
リーダー研修活動及びボラ
ンティア活動の促進 

 円滑で安全な大会運営のために、ボランティアリーダーに
担当業務や大会の基礎情報、緊急時避難先など、研修をとお
して熟知していただき、ボランティア説明会にて当日の業務
内容をボランティアに伝達するなど、大会運営を支えてもら
う。大会終了後は振り返りながら次年度への改善点など課題
解決に向けた意見交換を行う。 
 (スポーツ推進課受託業務) 
・期日 2024年 1月 20日(土) 説明会予定 
・場所 市民会館大ホール 

事業担当 

インクルーシブスポーツ推
進事業によるスポーツボラ
ンティアに関わる人材育成 

 藤沢市から受託する「インクルーシブスポーツ体験講習会」
「スポーツボランティア養成研修会」「スポーツボランティア
リーダー養成講習会」を開催し、人々の多様性を包括しながら
共生社会の実現に寄与でき、地域活動を活性化できる人材の育
成を図り、スポーツを支える環境を整備する。 

 (スポーツ推進課受託業務)    《専門委員会提言内容》 

事業担当 



 

 

 （2）ボランティア組織の運営 

事  業  名 内    容 担当・会場 

「スポーツサポーターバン
ク」の管理運営 

 市民のスポーツ･レクリエーション活動を支え、また、ス
ポーツのバリアフリーの普及に協力いただけるスポーツボ
ランティアを広く公募し、市民との協働による事業展開に
努める。 

事業担当 

チーム FUJISAWA2020 との連
携･支援 

 東京 2020 オリンピック･パラリンピック競技大会のレガ
シーとして誕生した『チーム FUJISAWA 2020』との情報共有
や連携を図り、スポーツボランティアについての学習機会
を提供しながら、市民活動を側方から支援し、スポーツボ
ランティアのさらなる活動を推進する。 

事業担当 

障がい者スポーツ関係団体の
活動の場の提供･運営支援 

 生涯スポーツ推進委員会などの各種会議に障がい者団体か
ら委員に就任していただき、意見を反映させた施設管理、事
業運営に努める。さらに団体運営にも主体的に携わり、より
包括的なサポート体制を強化していく。 

事業担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 スポーツ施設の管理運営 

事  業  名 内    容 

藤沢市スポーツ施設管理運営 
(指定管理業務) 

・秩父宮記念体育館管理運営 
・八部公園管理運営 
・秋葉台公園管理運営 
・石名坂温水プール管理運営 

 藤沢市内の拠点スポーツ施設を一括に管理する指定管理者として、ス 

ポーツ関係団体等の支援と連携に努め、各施設の特性及び利用者ニーズを

反映し、安全性･快適性･効率性等に配慮した健全な管理運営業務を行う。 

 安全性の確保については、社会の状況を注視しながら藤沢市と協議を行

い、コロナ禍における施設の利用制限は全て解除するとともに、必要な感

染予防対策を講じ、安全･安心な施設管理に取り組む。また、利用者の利

便性向上及び業務の効率化を目的とした教室や講座の申し込みを Web で

一括管理する事業運営システムの運用については、引き続き個人情報の漏

洩などが無いようセキュリティ管理に十分配慮する。また、藤沢市スポー

ツ都市宣言及び藤沢市スポーツ推進計画に沿った安全･安心で持続可能な

事業展開を引き続き推進していく。 

 快適性･効率性については、施設利用者満足度調査の結果をもとに継続

的な改善を進め、利用者サービスや施設管理レベルの向上に努める。そし

て、閑散期の利用促進と新規利用者を獲得するため、定額料金制の導入や、

広域利用促進を図るためのポイントサービスを活用した「スタンプラリ

ー」の実施、個人利用のプール･サウナ･トレーニングルームの「割引セッ

ト券」（藤沢市と調整中）の販売に向けた整備等、施設利用率の向上に努

める。また、スポーツ･運動コンテンツを検索できる Webシステム（スポ

ーツコンシェルジュ）を引き続き運用し、システムの充実を図る。 

 さらに、施設の管理運営においては、持続可能な開発目標(SDGs)に配慮

した取り組みを推進する。 

 

■前指定管理期間(平成 29年度)から実施している主なサービス 

 ①トレーニング施設統一の入退場管理システム導入 

  (各トレーニング施設) 

 ②個人用レンタルロッカーの設置(秩父宮･鵠沼) 

 ③トイレ空間に除菌クリーナー･トイレ音を消す擬音装置の設置 

  (秩父宮) 

 ④教室欠席者(子ども)に振替施設利用券配布(各プール施設) 

 ⑤Free Wi-Fi ルーター設置によるインターネット環境整備(秩父宮) 

 ⑥和式トイレを洋式トイレに更新(秋葉台･鵠沼) 

 ⑦専用授乳室の設置（秋葉台） 

 ⑧ホームページにスポーツコンシェルジュを導入 

 ⑨ホームページから本財団自作のエクササイズ動画を配信 

指定管理区分 担 当 管理施設 

藤沢市運動施設等 

秩父宮記念体育館 秩父宮記念体育館 

鵠沼運動施設事務所 八部公園 

秋葉台運動施設事務所 秋葉台公園 

石名坂温水プール事務所 石名坂温水プール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事  業  名 内    容 

秋葉台文化体育館の避難施設等

多角的な管理運営 

 秋葉台文化体育館は、令和 2年度に市内唯一のペット同行避難が可能な

指定緊急避難場所(洪水･崖崩れ)に指定され、また、令和 4年度には興行

場として用途変更されたこともあるため、地域の防災も含めた多角的な施

設の管理運営に努める。 

秋葉台公園のスケートボード広

場の管理運営 

 令和 4 年度に新たに開設されたスケートボード広場を市民が安全･安

心･快適に利用できるよう管理運営を行う。さらに関係団体等と協力した

イベント等を実施し、マナーやルールの啓発を行うとともに、スケートボ

ードを始めとするアーバンスポーツの普及･推進に努める。 

鵠沼海岸ビーチレクリエーシ
ョンゾーンの管理運営 

 ビーチバレー国内発祥の地である鵠沼海岸の常設コートの管理運営を

関係団体と調整を執りながら効率的に行い、ビーチエリアの安全管理と美

化に努めるとともに、ビーチスポーツの普及･推進を図る。 

 市民に手軽に利用していただけるよう、用具の貸し出しを行い、利便性

を向上させ施設の利用促進に繋げる。 

 (スポーツ推進課受託業務) 

インクルーシブ施設整備 

 誰もが利用できる「公共スポーツ施設」において、障がい者の利用促進

を図るため、インクルーシブ施設の整備を進める。 

 2021 年 3 月にインクルーシブ遊具が設置され、障がい者や乳幼児の利

用増加が見込まれるため、車椅子でも利用しやすいテーブルを配置するな

ど、施設周辺の環境整備に取り組み、全ての市民にとって居心地の良い施

設づくりに努める。(秋葉台) 

(仮称)施設運営委員会の設置 

 指定管理者事業計画書で提案した、地域に密着した施設運営を行うた

め、令和 4 年度は地区の関係団体交流会に参加し、(仮称)施設運営委員会の

組織、設置に向け準備を行った。令和 5年度は所在地域の自治会等の協力

を得て、地域関係者が参画した(仮称)「施設運営員会」などを開催し、施

設管理運営及び健康づくり等の事業に対する意見を聴取するとともに、地

域イベントなど実施の際には積極的に活動に参加し、さらなる協働･連携

を図る。 

教室事業インターネット申込 
事業運営システム 

 事業参加者の利便性向上と業務効率化を目的に、インターネットを活用

した「受付申込からオンライン決済による支払いまで」が可能となる「事

業運営システム」を令和 5年度はほぼ全てのスポーツ教室で運用し、教室

受講者の利便性の向上を図っていく。 

藤沢市保健医療財団や各企業
健康保険組合等との提携によ
る勤労者ヘのヘルスプロモー
ション事業 

 勤労者のヘルスアップの促進を目的に企業等での健康教育や労働安全

衛生研修に本財団指導者を講師として派遣し、地域における勤労者の健康

増進を図る。さらに国民健康保険の健康診断を担う藤沢市保健医療財団や

市内に事業所を置く各企業の健康保険組合や福利厚生会等と提携し、健康

診断結果の有所見者等を対象にスポーツ施設(トレーニング室･屋内プー

ル)の優待割引を提供し、勤労者の健康寿命延伸に寄与する。 

ボッチャ常設コートの設置 

 ボッチャコートのラインを常設化し、レンタル用のボッチャセットを常

備する。(秩父宮記念体育館) 

                      《専門委員会提言内容》 

スポーツコンシェルジュシス
テムの充実 

 自分がやってみたいスポーツ･運動のコンテンツを検索できる Web シス

テム（スポーツコンシェルジュ）を引き続き運用するとともに、システム

の充実を検討し、スポーツ活動の支援を図る。 

                      《専門委員会提言内容》 

 

 



 

4 その他 

事  業  名 内    容 担当・会場 

広報･情報 

事業 

ホームページの
拡充･SNS の活用 

 財団ホームページの有効活用により、インターネットを通

じて広く財団事業を紹介し、各事業課の管理施設案内、教室･

事業等の周知宣伝並びに関連情報の提供を行う。あわせて広

告掲載を募り、事業収入の拡充を図る。 

 また、スポーツ事業課のイベント･事業等の情報や湘南藤

沢市民マラソン、鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの

状況等の情報発信には Facebook、Twitter、Instagram、

YouTube などの SNS を活用し、リアルタイムな情報と運動プ

ログラムを提供する。 

 テニスコート利用状況や個人スイムレッスンの予約状況

及び施設情報等を Twitterで発信し、利用者の利便性向上に

努める。             《専門委員会提言内容》 

鵠沼 
石名坂 

事業担当 

パラリンピアン
講演会・イベント
出演 

【石井雅史講演会･イベント出演】 

 関連団体と連携し、パラスポーツ及び自転車競技の普及と共

生社会の実現に向けた人材育成と、活力のある健全な地域コミ

ュニティーの形成に寄与する。 

事業担当 

施設における情
報案内 

 各施設にスポーツ情報コーナー等を設け、スポーツに関す

るイベント事業や情報を提供するとともに、コーナーの一部

を開放して藤沢市内スポーツサークルの活動を積極的に支

援する。 

 その他、引き続き、導入した Free Wi-Fi ルーターにより、

誰でも利用できる情報発信の場を提供し、利便性の向上を図

る。 

各施設 
事業担当 

スポーツ施設マップ作成 

 魅力あるスポーツ施設マップを作成することにより、市民

生活の一部としてスポーツ・レクリエーション活動が取り入

れられるよう努める。 

 (スポーツ推進課受託業務) 

事業担当 

スポーツ青少年等奨励事業 

 藤沢市体育協会が主催する「スポーツ人の集い」において、

競技会等で優秀な成績を修めた青少年や団体の表彰に協力

するなど、明日を担うスポーツ青少年の育成や、スポーツ･

レクリエーション活動を側面から支援する。 

事業担当 

スポーツ用品等貸し出し 

(無料･有料) 

 ロッカーの期間レンタルや各種用具類の貸し出しを行い、

更なる利便性向上及び利用者拡大を図る。また、体育関係団

体や市内各地区等で開催するイベントに際し、藤沢市から委

託されたニュースポーツ物品や本財団が所有する AED を要

望に応じて貸し出す。 

 鵠沼海岸ビーチレクリエーションゾーンの利便性向上、利

用者拡大のために、ビーチバレーボールの貸し出しを行う。 

 (スポーツ推進課受託業務) 

各施設 

事業担当 

藤沢市スポーツ施設優先予約 
事務 

 施設の優先利用において、次年度の施設優先使用日程調整

会議を開催するとともに、年間を通して施設優先予約を受け

付け、市民や関係団体に正確で安定した施設利用を提供す

る。 

各施設 
事業担当 

藤沢市スポーツ施設使用料収
納及び還付事務 

 藤沢市で管理する学校屋外運動場夜間照明設備使用料及

びスポーツ広場使用料の収納及び還付事務を行う。 
各施設 

桐原公園他5公園施設使用料収納 
及び還付事務 

 桐原公園･湘南台公園･遠藤公園･引地川親水公園･西浜公

園・辻堂南部公園の有料公園施設を管理する指定管理者との

連携により、各公園施設の利用料金収納及び還付事務を適切

に執行し、藤沢市内スポーツ施設利用者の利便性向上に努め

る。 

各施設 
事業担当 



 

【その他目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 1項第 4号）】 

1 物品販売事業及び駐車場管理運営事業 

 （1）スポーツ施設での自動販売機設置・物品販売 

事  業  名 内    容 担当・会場 

自動販売機での飲料水等販売 

 管理運営するスポーツ施設において、飲料水やパンなどを

販売する自動販売機を設置している。藤沢市から継承した

「JOC オリンピック自動販売機」については、オリンピック･

パラリンピックレガシーとして引き続き設置し、施設利用者

へのサービス向上並びに自主財源の確保に努める。 

各施設 

スポーツ用品等物品販売 

 管理運営するスポーツ施設での水泳用具・スポーツ用品等

の販売により、施設利用者へのサービス向上を図る。 

 また、各種大会･イベント等における臨時販売行為につい

て積極的に参加･協力を呼びかけ、大会参加者等への利便性

向上に努めるとともに、自主財源の確保に努める。 

各施設 
事業担当 

 

 （2）スポーツ施設に付帯する駐車場の管理運営 

事  業  名 内    容 担当・会場 

駐車場管理運営 
・秋葉台公園駐車場 
・八部公園駐車場 
・石名坂温水プール駐車場 

 藤沢市内の公共交通機関の整備が十分でない地域からの
利用者や、スポーツ施設を利用するにあたり、多くの用具を
持参する利用者等への利便性向上のため、スポーツ施設付帯
の駐車場の管理運営を行う。 

秋葉台 

鵠沼 

石名坂 

 

2 その他市受託事業 

 （1）藤沢市から受託するスポーツ広場の管理運営 

事  業  名 内    容 

スポーツ広場管理運営 

 藤沢市から受託したスポーツ広場の管理について、グラウンド整備業務

等を適正に実施し、市民の安全なスポーツ活動の場としての環境を維持す

るとともに、施設案内･予約･鍵の貸し出しなど市民利用が円滑に進められ

るよう努める。 

 (スポーツ推進課受託事業) 

担 当 管理施設 

秩父宮記念体育館 天神スポーツ広場(野球場) 

秋葉台運動施設事務所 
女坂スポーツ広場(野球場･球技場) 

葛原スポーツ広場(野球場) 
 

 

 （2）藤沢市から受託するスポーツ団体運営補助業務 

事  業  名 内    容 担当・会場 

市スポーツ関連団体の運営に
携わる支援・補助 

藤沢市スポーツ関連団体の円滑で安定的な運営を促進さ
せるため、事務局の執務場所の確保や運営の補助等、さらな
る連携強化を図り、地域のスポーツ活動を包括的に支援す
る。 

秩父宮 

事業担当 

 

 



 

 （3）藤沢市から受託する新規事業 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 内    容 担当・会場 

プロスポーツチーム地域交流
事業 

 次世代を担う子どもたちのために、藤沢市を拠点とするプ
ロスポーツチームと協同し、無料の体験型イベントや各種教
室等を開催する。子どもたちが体を動かすことやアスリート
と触れ合うことでスポーツへの関心を高める。 
(スポーツ推進課受託業務) 
 
 【(仮称)神奈川フューチャードリームス 
 公式チアパフォーマンスチーム Dream Girls チアダンス 
 スクール】 
・期日：2023年 7月 7、14、21、28 日・8 月 4、18、25 日 
    9月 1、8、15、22、29日・10 月 6、13、20、27 日 
    金曜日 全 16回 
・時間：午後 6 時 30分から午後 7 時 45分まで 
・場所：八部公園プール棟 2F ロビー 
 ※スクール回数については、球団担当者と調整中 
 
 【(仮称)神奈川フューチャードリームス presents 
    八部野球場ベースボールフェスティバル】 
・期日：2023年 10月 28日(土) 
・時間(予定)：午後 2 時 30 分から午後 5時まで 
・場所：八部公園野球場 
 
【(仮称)湘南ユナイテッド BC バスケットボールクリニッ
ク】 

・期日：2023年 8月 29日(火)  
・場所：秩父宮記念体育館 
 ※秋葉台文化体育館は調整中 
 
【(仮称)湘南ベルマーレサッカークリニック】 
・期日：2023年 12月 17日（日） 
・場所：秋葉台公園球技場 
                《専門委員会提言内容》 

秩父宮 

鵠沼 

秋葉台 

学校部活動地域移行推進事業 

 学校の働き方改革を踏まえた部活動の地域移行に関する
検討会議提言に基づき、教員の負担解消や将来にわたり子ど
もたちがスポーツ・文化活動を安定的に継続できる環境を整
備するため、段階的な地域移行に向けて、指導者と学校、生
徒及び保護者を繋ぎ、安全･安心な活動が展開できるよう、
コーディネート業務を担う。 
(教育指導課受託業務) 

事業担当 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

芸 術 文 化 事 業 計 画 

 

 

 



 

Ⅰ    運営方針 

 芸術文化事業は、本市の文化芸術の振興を図るため、「藤沢市文化芸術振興計画」及び本財団の「経

営計画２０２４」に基づき、市民が様々な芸術文化に触れる機会の拡大や、市の計画理念の実現に寄

与することができるよう、市や関係団体などと連携し、市民のこころ豊かな潤いのある生活及び活力

ある社会の実現を目指した取り組みを推進します。また、市民会館の再整備に向けて今後の市民オペ

ラを含む事業の方向性について、市や関係者等と協議を進めて参ります。 

 今年度の藤沢市民オペラは、藤沢市民オペラ５０周年を記念し、Ｇ.ロッシーニ『オテッロ』を演奏

会形式で実施いたします。この『オテッロ』は歌手の歌唱技術が大きく求められる等の理由から日本

でも過去４回しか上演されたことのない演目ですが、今回園田芸術監督のキャスティングにより国内

外で活躍する有名ソリストが顔を揃え、藤沢市民交響楽団と藤沢市合唱連盟とともに舞台を創りあげ

ます。 

 ホールでのオペラ公演の他に「江の島国際芸術祭」に参画し、市民や観光客が気軽に鑑賞できるオ

ペラコンサートを実施することにより、藤沢市が誇る市民オペラをＰＲするとともに本物の芸術に触

れる機会を提供いたします。 

 また、子どもたちも気軽に楽しめるオペラとして「こどもオペラ」公演を実施するなど、多角的な

視点で「藤沢市民オペラ」を盛り上げていきたいと考えております。 

 音楽、演劇事業としては、毎年好評のジャズコンサートの他、民間企業との共催で実力派シンガー

として有名な稲垣潤一によるコンサート、藤沢市観光協会、藤沢商工会議所、藤沢市と共催による歌

舞伎公演を実施し、より市民ニーズに合った事業を展開いたします。 

 芸術文化の創造の機会の提供では、子どもたちが直接本物の芸術文化に触れる機会の提供として、

芸術家が市内の小中高等学校を訪問し、直接指導を行うアウトリーチ(学校訪問)の他、青少年事業課

との連携事業として少年の森での野外コンサートを実施、毎年実施している落語鑑賞会においては、

一般向けの公演前に子ども向けの落語ワークショップを開催するなど、子どもたちを中心とした体験

型情操教育の機会を提供してまいります。 

 芸術文化の普及事業として、乳幼児及び保護者を対象に実施するワンコイン・コンサートは、乳幼

児と一緒に楽しめるコンサートとして“０歳からのコンサート”をキーワードに実施する他、毎年ゴ

ールデンウィークに開催するみらい子どもフェスタは「お笑いライヴ」を実施いたします。 

 市民の芸術文化活動の支援としては、「藤沢市展」の開催、短歌・俳句・川柳の大会や伝統芸能の発

表会、囲碁の大会、市民合唱団の合唱祭などを市民や関係団体との協働で開催し、芸術文化の発展や

伝統文化の継承に努めます。また、音楽・演劇などの芸術活動を行なっている市民団体等の事業に助

成金を交付し、地域での自発的な芸術文化活動の活性化を図ります。 

 令和５年度は、新型コロナウイルス感染症対策の緩和が社会全体で進んでいく年度となると思われ

ます。コロナ禍以前のように多くの市民が集まり自由に芸術文化に触れることができるよう、文化都

市藤沢の象徴である藤沢市民オペラを中心に様々な芸術文化事業を展開し、特に子どもたちへの芸術

鑑賞機会の充実に力を入れ、文化都市藤沢の発展に寄与してまいります。 

 



  

Ⅱ  【芸術文化の振興を目的とする事業(定款第 4条第 1項第 3号)】 

1 芸術文化事業の企画及び開催 

 (1)音楽・演劇鑑賞機会の提供 

事  業  名 内    容 会  場 

こどもオペラ 

「3匹のこぶた」 

家族みんなで観て聴いて参加できる「鑑賞型･参加型」を併せ持つコ

ンサートを開催する。子どもにも分かり易い物語を題材にした音楽劇

に、オペラの名曲や童謡、手遊び歌、キッズソングなどを織り交ぜた構

成により、来場した子どもと保護者が一緒に楽しめる場を提供する。 

 開催日：2023年 8月 26日(土) 

 出演者：調整中 

市民会館 

小ホール 

松竹大歌舞伎 

藤沢公演 

公益社団法人全国公立文化施設協会主催の松竹大歌舞伎公演を開催

し、市民に広く日本の古典芸能の鑑賞機会を提供する。本事業を通して、

地域活性化と地域活力の向上を図るため、関係機関で実行委員会を組織

し、その企画･運営を行う。 

開催日：2023年 9月 14日(木) 

 出演者：中村 鴈治郎(成駒家) 他 

 主 催：松竹大歌舞伎藤沢公演実行委員会 

(構成団体)藤沢市、公益社団法人藤沢市観光協会、藤沢商工会議所、 

公益財団法人藤沢市みらい創造財団 

市民会館 

大ホール 

青木 カレン 

プレミアム 

Jazz Lounge vol.3 

音楽事業のジャンル拡大と鑑賞者の裾野拡大を目的に企画･運営する

事業で、市民会館第 1展示集会ホールを会場に演奏者との距離感と演奏

の迫力を間近に感じることができる、過去 2回は全て早期に満席となる

JAZZライヴである。 

 また、演奏だけでなく、会場の雰囲気やドリンクサービス･販売も大

変好評である。今回は、新たにヴォーカルとサックスを加えた編成によ

るライヴを予定している。 

 開催日：2023年 10月 28日(土) 

 出演者：青木カレン(ヴォーカル)、友田ジュン(ピアノ)、楠井五月 

     (ベース)、藤井学(ドラム)、石川周之介(サックス･フルート) 

市民会館 

第 1展示 

集会ホール 

トム･プロジェクト

プロデュース 

「ぬまぬま」 

(仮題) 

男声 K-POPアイドル RIONにハマり、夫の遺産を全て RIONにつぎ込ん

だ女性、RIONにのめり込み過ぎて息子に見放された女性、RIONの布教

活動をし過ぎて友人を失った女性など、“RIONの沼”にどっぷりとハマ

った女性達が織り成す面白く、可笑しな群像劇の演劇公演を開催する。 

開催日：2023年 10月 31日(火) 

作･演出：田村孝裕 

出演者：羽田美智子、柴田理恵、岡本麗、長尾純子、森川由樹 

湘南台文化 

センター 

市民シアター 

稲垣 潤一 

コンサート 

 「ドラマティック･レイン」(1982年)や「夏のクラクション」(1983

年)、「クリスマスキャロルの頃には」(1992年) 他、数々のヒット曲で

日本を代表するシンガーとしての地位を確立した稲垣潤一のコンサー

トを開催する。 

 開催日：2024年 2月 10日(土) 

 出演者：稲垣潤一 

  ※東京労音府中センターと共催 

市民会館 

大ホール 

J.S.バッハ 

平均律クラフィア

曲集第2巻全曲演奏

会 

 藤沢･湘南にゆかりのあるピアニスト 24人の演奏により、J.S.バッハ

の「平均律クラフィア曲集第 2巻」の全曲を 1曲ずつ引き紡ぐ演奏会を

開催する。 

 開催日：2024年 3月 10日(日) 

 出演者：藤沢・湘南にゆかりのあるピアニスト(客演数人含む) 

  ※藤沢音楽家協会と共催 

市民会館 

大ホール 

 



  

(2)市民との協働で作り上げる総合舞台芸術の実施 

事  業  名 内    容 会  場 

藤沢市民オペラ 

2022-2024シーズン 

 藤沢市民オペラは、地域音楽文化として文化都市藤沢の象徴である。

1973年の初演以降、50年の歴史があり、その後全国各地で市民オペラ

が立ち上がり、日本における市民全体の音楽活動の先駆けとなった。

今年度は、藤沢市民オペラが誕生して 50年のメモリアルイヤーにあた

る。 

 2022-2024 シーズン 2 年目の公演は、G.ロッシーニ作曲の歌劇『オ

テッロ』を演奏会形式で上演する。本演目は、過去日本で 4 回しか上

演されたことのない珍しい演目である。管弦楽は藤沢市民交響楽団、

合唱は藤沢市合唱連盟の市民の方々がそれぞれ参加する。 

これにより、藤沢市の地域音楽文化を更に成熟させるとともに、本

財団芸術文化事業に対する市民の満足度を高めたい。 

 また、公演とあわせて、歴史ある藤沢の地域音楽文化である藤沢市

民オペラを市民に周知し、より多くの市民の公演鑑賞に繋げるため、

江の島国際芸術祭への出演や学校訪問事業「オペラ体験」も引き続き

開催する。 

 若者が市民オペラを鑑賞するきっかけづくりの一つとして、一昨年

度『ナブッコ』と、昨年度『ラ･ボエーム』で行った、購入しやすい価

格の U-25入場料金を設定する他、引き続き民間助成金や協賛金、寄付

金などの資金調達に努め、事業運営財源の確保を図るとともに、藤沢

市民オペラの潜在的なファンや支援の輪を広げていく。 

なお、藤沢市民会館建て替えに伴う藤沢市民オペラの今後の方向性

については、藤沢市民オペラ制作委員会において引き続き検討し、具

体的な方策を策定していく。 

江の島国際芸術祭(コンサート) 

 藤沢市の代表的な観光地である「江の島」で行われる芸術イベ

ントにおいて、藤沢市の象徴的な文化である「藤沢市民オペラ」

を市内外に周知及び認知してもらうことを目的に野外コンサート

を開催する。 

 開催日：(調整中) 

 出演者：園田隆一郎 他(調整中) 

 

園田隆一郎の「オペラを 100倍楽しむ方法」シリーズ 

 「藤沢市民オペラ」の公演とあわせて、市民によりオペラを身近

に親しんでもらう機会のひとつとして、園田隆一郎(芸術監督)の解

説とともに、「藤沢市民オペラ」の出演者を迎えての演奏会を開催

する。 

 Vol.17 開催日：(調整中) 

 Vol.18 開催日：(調整中) 

 出演者：園田隆一郎 他(調整中) 
 

市民会館 

大ホール 

 

小ホール 

 

江の島 

 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 会  場 

藤沢市民オペラ

2022-2024シーズン 

 

オペラ公演『オテッロ』 

 本公演 G.ロッシーニ『オテッロ』は超絶技巧のテノール歌手が 3

人いないと成立しないため、上演すること自体が難しく、過去日本

で 4回しか上演されたことのない珍しい演目である。オテッロ役の

宮里直樹、デズデーモナ役の砂川涼子をはじめとしたソリストは、

いずれも隙のないキャスティングとなっている。演奏会形式の本公

演では、管弦楽は藤沢市民交響楽団、合唱は藤沢市合唱連盟の市民

が参加する、まさに「藤沢市民オペラ」を体現する構成となってい

る。次年度の第 25回藤沢市民オペラ『魔笛』にむけて、藤沢市の

地域音楽文化を更に成熟させ、藤沢市民オペラ 2022-2024シーズン

をさらに盛り上げていく公演となっている。 

 

 開催日：2023年 11月 26日(日) 

 出 演：指揮/園田隆一郎、宮里直樹、砂川涼子 他 

 

アウトリーチ事業(学校訪問事業) 

 藤沢市民オペラの認知度や関心度を高めるとともに、藤沢市が

長年育んできた音楽文化として紹介するため、市内小･中学校や高

等学校を訪問するアウトリーチ事業を行う。 

 さらに、日常生活のなかで馴染みの薄い本格的なオペラやクラ

シック音楽に触れることで、幅広い音楽を知ってもらう。 

 実施期間：2023年 4月～2024年 3月 

 講師：藤沢市民オペラ出演者など 

 

第 25回藤沢市民オペラ出演者オーディション 

2024年度に予定されている第25回藤沢市民オペラのソリストオ

ーディションを実施する。 

開催日：2023年 6月 23日(金)･24日(土) 
 

市民会館 

大ホール 

 

小ホール 

 

市内小･中学校

高等学校 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

(3)芸術文化の創造の機会の提供 

事  業  名 内    容 会  場 

学校訪問事業 

「アートの魅力」 

 子どもたちが芸術文化に触れ、心豊かな感性を育む情操教育の一助

とすることを目的に、市内小･中学校を対象に募集し、申し込みのあっ

た学校の希望に適した音楽家などを派遣し、その鑑賞･体験機会を提供

する。 

本事業が学校の一過性のカリキュラムとならないよう、学校や音楽

家等と綿密な調整を図り、実施する。 

 実施期間：2023年 4月～2024年 3月 

 対象校数：年間 15～20校程度 

市内小･中学校 

サマースクール 

アート体験 

 子どもたちが芸術文化に触れ、心豊かな感性を育む情操教育の一助

とすることを目的に、藤沢市文化団体連合会と協働した体験型事業(ワ

ークショップ)を開催する。 

 開催日：調整中 

 講 師：藤沢市文化団体連合会と調整中 

市民会館 

会議室 

展示集会ホール 

Heart Global Music 

Outreach in 藤沢 

 アメリカの教育団体「HERAT Global」の所属団員 40人と、藤沢市と

その近隣地域の小学生から高校生までの200～300人が3日間の練習を

通して、1 時間のショーを作り上げ、観客に披露する表現教育のプロ

グラムを開催する。 

 開催日：2023年 7月 25日(火)～27日(木) 

  ※特定非営利活動法人じぶん未来クラブと共催 

市民会館 

大ホール 

青少年育成事業 

「森の音楽会」 

(仮称) 

 本財団のスケールメリットや各部門の横断的事業を推進するため、青少

年事業課と協働により、地域の子どもたちや大人を対象に身近な場所で音

楽に触れてもらう機会として、少年の森で鑑賞型と参加型を交えた音楽会

を開催する。 

 開催日：2023年 10月 22日(日) 

 出演者：マリンバ＆パーカッショングループ『 TONES 』 

少年の森 

落語鑑賞会 

With  

ワークショップ 

 人気の落語家を招き、粋な笑いとともに日本の伝統芸能に触れる機

会を市民に提供する毎年恒例の落語鑑賞会を開催する。 

 さらに、出演者の落語家を講師に所作や小噺などを学び、これらを

自らで体験することで落語の面白さや奥深さを実感できるワークショ

ップを併せて開催し、より深く存分に落語を味わえる機会を提供する。 

 

 開催日：2024年 3月 24日(日) 

 出演者：柳家 三三 他 (ワークショップ講師未定) 

市民会館 

小ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 (4)芸術文化の普及 

事  業  名 内    容 会  場 

みらい 

子どもフェスタ 

「お笑いライヴ」 

 「こどもの日」に家族みんなでホールでの楽しい休日を過ごしても

らうため、藤沢市や近隣市出身のお笑いコンビを中心にしたお笑いラ

イヴを開催し、普段ホールでの鑑賞事業に馴染みのない市民にもその

機会を提供するとともに、本財団事業の周知を図る。 

 

 開催日：2023年 5月 5日(金･祝)  

 出演者：ゾフィー(藤沢市出身)、 東京ホテイソン、カカロニ、 

     シオマリアッチ、まかろにステーション 他 

 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

ワンコイン・コンサート 

 ホールでの音楽鑑賞に足を運びにくい乳幼児と保護者を対象に、童

謡や手遊び歌、キッズソングなど乳幼児にも耳馴染みのある曲を中心

とした演奏のコンサートを開催する。 

 開催日：① 2023年 6月 22日(木)  市民会館大ホール 

     ② 2023年 12月 21日(木) 市民シアター 

     ③ 2024年 3月 6日(水)  市民会館小ホール 

 出演者：管弦楽器･和楽器等の演奏家(調整中) 

市民会館 

大ホール 

小ホール 

 

湘南台 

文化センター 

市民シアター 

ロビーコンサート 

 市民の音楽家で組織する市民団体の「トライアングルコンサート」

との協働により、気軽に身近な場所で良質なクラシック音楽を親しむ

ことを目的に湘南台駅地下アートスクエア広場などを活用したコンサ

ートを開催する。 

 

 開催日：年数回(調整中) 

 出演者：弦楽器･ピアノ等の演奏家(調整中) 

湘南台駅地下 

アートスクエア

広場 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 会  場 

地域文化事業 

 市内の文化活動の活性化やその支援、また、市民会館に普段足を運

ぶことの少ない市民にも芸術文化に興味を持ってもらうきっかけとな

るよう、広く市民が参加･来場する「藤沢市民まつり」や「ふじさわ産

業フェスタ」における音楽イベントをはじめ、市内音楽団体や市民オ

ペラ参加団体が主催する演奏会などを共催で開催する。 

 また、本年も「江の島国際芸術祭」に参画し、江の島を訪れる多く

の方々に市民オペラ発祥の地藤沢と歴史ある「藤沢市民オペラ」を PR

するコンサートを開催する。 

 ① 2023ふじさわ産業フェスタコンサート 

  開催日：2023年 5月 20日(土)～21日(日) 

   ※2023ふじさわ産業フェスタ実行委員会と共催 

 ② 江の島国際芸術祭 

  開催日：4月下旬～5月上旬(調整中) 

 ③ 第 40回ふじさわ合唱祭 

  開催日：2023年 7月 23日(日) 

   ※藤沢市合唱連盟と共催 

 ④ 藤沢ジュニアオーケストラ 第 41回定期演奏会 

  開催日：2023年 8月 20日(日) 

   ※藤沢ジュニアオーケストラと共催 

 ⑤ 藤沢市民まつり 第 3回藤沢宿･全日本素人落語フェスティバル 

  開催日：2023年 9月 23日(土･祝) 

   ※藤沢宿･全日本素人落語フェスティバル実行委員会と共催 

 ⑥ ザ ブラス クルーズ 

  開催日：2023年 9月 24日(日) 

   ※藤沢市民まつり ザ ブラス クルーズ実行委員会と共催 

 ⑦ 湘南グッドウィルコンサート 

  開催日：2023年 10月 7日(土) 

   ※湘南グッドウィルコンサート実行委員会と共催 

 ⑧ 合唱交流会「木下牧子先生を迎えて」 

  開催日：2024年 3月 20日(水･祝) 

   ※藤沢市合唱連盟と共催 

 ⑨ 湘南ハーモニーコンサート 

  開催日：2024年 3月 24日(日) 

   ※湘南ハーモニーコンサート実行委員会と共催 

市民会館 

大ホール 

小ホール 

江の島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 地域における芸術文化及び伝統文化の継承 

事  業  名 内    容 会  場 

第 73回 

藤沢市展 

 市民の芸術文化活動を支援する美術･書道･写真･華道の公募展で、今

年で 73回目を迎える。長年にわたり、市民の創作発表の場と芸術鑑賞

の場となっている事業であり、引き続き市民団体･財団･市が実行委員

会を組織し、協働で企画･運営する。 

 

 作品受付：2023年 5月 28日(日)  

 展示期間：2023年 

      6月 20日(火)～6月 25日(日)：写真･華道 

      6月 27日(火)～7月 2日(日) ：美術 

      7月 4日(火)～７月 9日(日) ：書道 

 表 彰 式：2023年 7月 9日(日) 

 ※藤沢市展実行委員会主催 

藤沢市民 

ギャラリー 

 

市民会館 

第 1展示 

第 2展示 

第 2会議室 

和室 

藤沢市 

文化団体連合会 

関連事業 

藤沢市文化団体連合会との協働により、市民の芸術文化鑑賞機会の

拡充や芸術文化の普及･振興を図る事業を共催により開催する。 

 ① 第 44回藤沢市芸術文化展 

   開催日：2023年 10月 24日(火)～10月 29日(日) 

 ② 第 36回藤沢市伝統芸能発表会 

   開催日：2023年 12月 10日(日) 

 ③ ワクワク！体験ひろば 

   開催日：2024年 3月下旬 

 ※藤沢市文化団体連合会と共催 

藤沢市民 

ギャラリー 

 

市民会館 

小ホール 

他 

各市民文化事業 

市民の作品発表の場や研究、交流の場として定着している各種市民

文化活動の大会を市民団体と共催で開催し、その活動を支援する。 

① 市民俳句大会 

  開催日：第 128回春の大会 2023年 4月 28日(金) 

        第 129回秋の大会 2023年 10月 9日(月･祝) 

   ※藤沢市俳句協会と共催 

 ② 第 36回ふじさわ川柳大会 

  開催日：2023年 10月 1日(日) 

  ※ふじさわ川柳大会実行委員会と共催 

 ③ 第 53回藤沢市民囲碁大会 

   開催日：2023年 11月 19日(日) 

   ※藤沢市囲碁連盟と共催 

市民会館 

第 1展示 

集会ホール 

他 

第 35回 

文化講演会 

 市民文化の向上を図るため、芸術文化分野で活躍する著名な講師を

招き、広く市民を対象とした講演会を開催する。 

 開催日：2024年 2月 12日(月･祝) 

 講 師：歴史作家  河合 敦 氏 

市民会館 

小ホール 

 

 

 

 

 



  

事  業  名 内    容 

文芸ふじさわ 

第 58集刊行 

 川柳、俳句、短歌、五行歌、現代詩、随筆からなる 6つの部門の作品を募集し、文芸集

を刊行することで、市民の文芸活動の意欲を高め、自主的な文芸活動を支援する。 

 刊行にあたっての編集作業は、各文芸の市民サークルで編集委員を組織し、その作業を

協働で行う。 

 募集期間：2023年 9月～11月上旬予定 

 刊行予定：2024年 4月上旬 

 

 

3 芸術文化団体等への支援 

事  業  名 内    容 

文化芸術活動 

団体事業助成金 

 市民の自主的な文化芸術活動の支援及び藤沢市の文化芸術の振興を図ることを目的に、

藤沢市を中心に活動する団体が実施する文化芸術活動に係る事業に対して助成金を交付

する。 

 交付要綱に基づき、芸術文化専門委員会にて応募事業を審査の上、助成の適否及び助成

金交付額を決定する。 

 

対象事業実施期間：2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日までに実施し、終了する事業 

助成金額：総事業費のうち、事業運営の直接的な経費(助成対象経費)の 2分の 1以内、 

     かつ 50万円を超えない額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 その他 

事  業  名 内    容 

広報事業 

広報ふじさわや

新聞、地域情報紙

などによる広報

宣伝 

 広報ふじさわや新聞、地域情報紙などへ事業案内記事や広告を掲載し、広く市

民や愛好者に事業を広報宣伝し、入場券販売促進や事業参加者の確保を図る。 

 ① 広報ふじさわへの記事及び広告掲載 

 ② 音楽雑誌･公演情報誌への広告掲載 

 ③ 新聞･地域情報紙への積極的な取材記事掲載依頼 

SNSの活用 

 事業の広報宣伝はもちろんのこと、財団の価値を高める CI効果を意識し、特

にソーシャルネットワークサービス(SNS)を利用した情報発信に注力していく。   

 さらに、インターネット上での情報拡散力を高めるため、SNSの有料広告を利

用していく。 

 ※SNSアカウント名：「ふじさわみらいアーツ」 

事業案内掲示板

へのポスター掲

示 

 市民センターや市内各駅に設置されている掲示板(32 か所)に、公演ポスター

等を掲示する。昔ながらの広報宣伝方法だが、来場者アンケート結果からはポス

ター･チラシで公演を知ったという市民も多いため、他の広報宣伝方法と併せて

積極的に活用していく。 

入場券のインターネット販売 

入場券の販売方法に「いつでもどこでも」購入できるインターネット販売シス

テム及び電話予約を導入することで、クレジットカード払い・コンビニ払いが可

能となり、入場券受取は最寄りのコンビニ受け取りとすることにより、入場券購

入の利便性向上が図られた。 

 今後も芸術文化の鑑賞機会の拡充に加え、より一層の購入利便性と入場券販売

促進の向上に繫がるよう当該システムを活用した入場券販売に努める。 

他団体等が主催する有料公

演事業の入場券受託販売 

「入場券受託販売に関する要綱」の規定に基づき、他団体等が主催する芸術文

化に係る有料公演事業の入場券を受託販売し、市民団体の活動支援を図るととも

に、受託販売手数料収入により、事業運営に必要な財源の確保を図る。 

また、市民の購入利便性の向上と職員の事務効率化を推進するため、必要に応

じて、上記のインターネット販売システムを活用して販売する。 

有料公演事業の入場券割引

販売 

 「有料公演事業の入場券割引に関する要綱」の規定に基づき、必要に応じて有

料公演事業の入場券を割引にて販売する。 

有料公演事業開催時の託児サ

ービス 

 子育て中の市民の方でも、安心してコンサートや演劇鑑賞を楽しむことができ

るよう、有料公演事業開催時に託児サービスを提供する。託児保育依頼先は、藤

沢市生涯学習人材バンク等を活用し、市民ボランティア団体との協働により本サ

ービスを提供する。 

助成金や補助金、協賛金、な

ど、事業財源確保への取組 

 事業運営に必要な財源を確保し、収支の適正化を図るため、各種民間助成金や

補助金をはじめ、公演チラシやプログラムへの広告協賛に努める。 

特定資産を活用した事業運営

の推進 

 特定資産である「芸術文化事業積立資産」と「オペラ事業積立資産」について、

各資産の目的に応じた具体的な使途･計画を検討し、当該資産を活用した事業運

営を推進する。 

 

【その他目的を達成するために必要な事業(定款第 4条第 1項第 4号)】 

1 物品販売事業 

 (1)音楽・演劇等の公演事業での物品販売 

事  業  名 内    容 

音楽・演劇等の公演事業での公

演プログラム･CD等の販売 

 市民会館や湘南台文化センター市民シアターでの公演事業の際に、プログラム

や書籍、CD などを販売し、来場者のサービス向上と販売手数料収入による事業

運営財源の確保に努める。 

 


